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航空自衛隊仕様書

仕 様 書

の 種 類

内容による分類 役務仕様書

性質による分類 共通仕様書

物 品 番 号 仕様書番号

ロ
ロロ 名

又は

件  名

現地外注整備共通仕様書

(道路運送車両法適用市販

型車両)

岐基 LPS― VT号

承認年月日 平成 13年 4月  5日

作成年月日 平成 1-3年 4月  5日

改正年月 日

令和 4年  3月 15日

€'fE !+ '3E 3 E
令和 :5年 10月 24日

′
作成部

隊等名
第、2補給処業務部管理課

1 総則

1.1 :適用範囲                        
´

a)こ の仕様書は,岐阜基層が行う道路運送車両法適用となっている市販型車両の外注

整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。  ― ~

b)こ の仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容とが相違する場合は,個別

仕様書に規定する内容を優先する。

112 用語の定義                    :
―この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次に

よる。                              ‐
・

1.2」  参考文書  「

参考文書とは,'当該仕様書に規定した事項を更に理解させるため参考となる文書及び

図面をいう。          1
1_2.2.個別丁O等  .
個別TO等とは,当該車両等に適用する技術指令書 (Jr T.0.)及び製造会社取

扱説明書等 (製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,オ‐

バーホール指令書,整備基準7部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)をい

つ。       、               
「

          ・
‐

1.23_車両等

車両等とは"航空自衛隊車両等整備基準 (J.T.0.00・ 10-9)(以下:・ “整備

基準':と いう。)の第 1-1表に示す車両をいう。              ―

1.2_4 道路運送車両法適用車両 .      ~ 
・

:

道路運送車両法 (以下, :`車両法''と いう。)の規定が適用される車両等をいう。

●
●



名
ロ
ロロ 現地外注整備共通仕様書 .(道路運送車両法適用市販型車両)

1.2巧  修理不能

修理不能とは,次の各号の競合をいう。   1
a)車両等本体又は部品単体の修理額が航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)

.の規定を超える場合

b)・ 修理ができない場合  .                    ・ . ・

~c)特
に官が規定した場合

1.26 監督                  ~  ・
.

監督とは,契約の適正な履行を確保するために契約相手方の履行途中において,契約

の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。

1.27 検査
~

検査とは,調達物品等の品質及び数量等が当該契約の要求事項に適合するか否かを確

認し,合格または不合格の判定を行 うことをいう。

1.28 定期点検               ・・・
～       ―・

車両法第48条に定める定期点検整備について自動車点検基準及び自動車の点検及び

―整備に関する手引きに基づき,車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否

を確認する点検                   
‐

1.219 純正部品                  i
純正部品とは, 自動車メーカーが自社のブランドと流通ルートで供給する補修用部品

.をいう。                      1        
‐

.

1.2」 0 優良部品

優良部品とは,部品メーカーが独自ブランドで供給する補修用部品で:二般社団法人

日本自動車部品協会の自動車優良部品推奨制度により推奨されたもの又はそれらと同等
.の品質を有するものをいう。

1_2:1l FAINES ・

FAINゴ Sと は,一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 (以下, “整備振興会"

.と いう。)の運営する整備関連情報を閲覧可能なシステムをいう。

1.2112 自動車整備標準作業点数表

自動車整備標準作業点数表とけ,整備振興会が各自動車製造会社における車種別の定

ι期点検及び一般整備の標準作業点数を示したものをいう。 .

引用文書等            :
の仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様

一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。  
″  :

お,引用文書に定める内容が,1こ の仕様書に定める内容と相違する場合 (法令等を

d)は,この仕様書に定める内容を優先する。    ・     ・
      ′

３

こ

の

な

く

れ

　

書

　

除

4



現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)ロ
ロロ 名

1.3.1 引用文書

a)法令等

道路運送車両法 (昭和 26年法律第 185号 )

_道 路運送車両法施行規員|](昭和26年運輸省令第 74号)

.道路運送車両の保安基準 (昭和 26年運輸省令第 67号 )

自動車点検基準 (昭和 26年運輸省令第 70号)

・
 自動車の点検及び整備に関する手]|き (平成 19年運輸省告示第 317号)・

1増衛隊の使用する自動車に関する訓令 (昭和45年防衛庁訓令第 1号 )・
   j｀

航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)
b)技術指令書   .・ ・

~   1

航空自衛隊車両等整備基準 (J:丁 .0.00-10-9) :    ._
車両等の塗装及び標識 (J.T(o.36-1-3。 以下 “塗装及び標識''と いう。)

車両等検査要項 (J.丁 .0.36「 ¬-6)
個別TO等・

1.3.2 関連文書 .         
・

a)法令等  ⌒     ・                i=
航空自衛隊装備品等整備規則 (昭和46年航空自衛隊達第 10号)    ~.
航空自衛隊調達規則 (JAFR124)       ` 

・

b)技術指令書          .・
航空自衛隊技術指令書制度 (J.丁 .0.00-5-1)       ・ノ

航空自衛隊装備品等共通整備基準 (J.丁 .0.00-10=1) イ

2 役務に関する要求                     
・ ・

211 -般的要求                ・
・
一般的要求は,次による:  '                  ・   1

a)整備作業は,次の各号に示す要求事項を満足するものとし,整備作業の実施に際し

ては_車両等の特性及び状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効

率的に使用して作業を実施しなければならない。              .:
なお,整備工数等については,FAINES又 は自動車整備標準作業点数表を基準

とし,設定する。                  「 .

b)契約相手方は
「

車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場でなけ

ればならない。              ・ _           ~
22 整備作業の種類

-1          -

契約相手方の行 う整備作業の種類は,次に示すもの以外は,個別仕様書で規定する。

″
０

一
　

一
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ｍ 名

|
現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

2.2.1 定期点検                  l        ′

定期点検は,車両法第48条に基づく定期点検 (3か月, 6か月, 12か月, 24か
月)を次の工程に従い実施する。なお,定期点検の結果,車両法の保安基準に適合しな

い状態 (おそれがある場合を含むJ)にあると認められる場合は,その状態を監督官及

び契約担当官に報告し,承認を得た後、b)及び C)の作業を実施するものとする。

a)定期点検                               1
Ъ

' 

分解検査             、           ..~
c)修理等 ・      ・                        .・
22.2 その他の整備  ・
・
その他の整備は,個別仕様書で規定した作業を実施する。 ・

_23 作業内容     ~・                   ~ ~
・

契約相手方は,個別仕様書で規定された2f牛に示す各工程の作業を,次により実施し

なければならない。          .         ‐        ヽ

2.3.1 定期点検
・                   ‐

■

a)自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引きに基づき目視点検,機能

.点検又は計測等の作業を行い,規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認す・
るとともに結果を自動車点検基準に定められた点検整備記録簿に記録する。

i

b)定期点検に先立ち,附属品及び予備品を車両等に備え付けられている車歴簿の附晨
「品 。工具員数表により,員数を確認し車両等員数表 (別紙様式第1)に記録するも

.

のとする。                     :
23.2 分解検査            r―         ・       ・~

分解検査は,定期点検の結果判明した要修理箇所を,整備するため必要な単位に分解

する。また,分解した部品は,この仕様書又は個別仕様書に引用する個別丁0等に定め

る整備基準に基づき, 日視点検,機能点検又は,計測等の作業を行い●車両等が規定の

性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品・材料 (以下, “部
品等"と いう。)を判定する。確認の結果を必要部品及び修理要領明細書 (別紙様式第

2)に記録するものとする。

なお;分解した部品等は,交換を要する部品等を除き,必要な洗浄度を保持するため

の処置を行う。                        _

ハ
０



ロ
ロロ 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

2.3.3 修理等                      _・ ′
~契

約相手方は, 2,3.2で判定された結果に基づき,要修理箇所が規定の性能を発揮す

るよう修復する。その際,監督官の指示により次の作業を行 う。

a)交換 交換は, 2.32で交換を要すると判定された部品等を 24により交換するし

交換した部品等は,次の書類に記録する。                 ._
1)官給品の場合 :官給部品使用明細書 柳」紙様式第 3)

力 会社準備品の場合 :使用材料を明確にする契約相手方が定めた書類

D 加工 加工は,修理のため,要修理品の状態及び特性に応じ最も適した方法で行 う。

c)組立・調整 組立及び調整は, 2.3.2で使用可能品と判定されたもの,又は, a)

及び b)により修復した部品等を,車両等の性能を発揮させるため適正な手順及び
・一 方法により組み立て,必要に応じ各部位を調整する。

d)潤滑
・
潤滑は,車両等の必要な部位又は部品等に必要な潤滑効果を得るため,適合

した油脂を選定 (官給品を除く。)の うえ適正量を給油する。 ｀・

2.3.4 塗装等                    ・ :

a)塗装及び標識 塗装及び標識は,個別仕様書で特に指定する場合を除き,塗装及び

標識に基づき実施する。   ´ _ .. ―         _ _
b)塗色 塗色は,塗装及び標識による。ただし;部分塗装を実施する場合には,周辺

・
の塗色に極カー致させるものとする。      

・

2.3.5 作業の中止 .         ■                _
(次

に示す場合は,作業を中止し,監督官に申し出て,契約担当官の指示を受けるもの

とづ
~る

。                      ‐・

a)車両等を修復するために,個別仕様書で規定した以外の整備作業が必要な場合

b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当すると判明した場合。ただし, 1.2.5 a)
・ に該当する場合は,修理不能品発生 (見込)報告書 (別紙様式第4)を作成し契約

担当官に提出するものとする。

2.4..部品・材料 .

a)整備作業に必要な部品等は,個別仕様書で規定したものを除き契約相手方において

: 準備する。

「

 ・ .      ..           :
b)部品等は,‐ 原則として製造会社の純正部品又は日本自動車部品協会の自動車優良部

品推奨制度により推奨された優良部品とする。       _
c)a)及び b)において,調達要領指定書に示す部品の割引率を適用させるものとする。

d)整備作業において,修理不能品 (組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他
・ の組部品の修理等に流用することが可能な場合は,活用を図るものとするもただし"

流用は,同一契約の範囲とするも ,
2_5 機能・性能 ・          =―              :

車両等の機能及び性能は
「 車両法の保安基準に適合しなければならない。

７
・



品 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

3 品質保証等  ..
3.1 対象品                    

・
       _

a)整備契約装備品「等                    
・    .

b)、前 a戸の物品を整備するためtこ使用する業者負担品のうち次に示す品目
-1)1修復製品目

2)非修復製品目のうち概ね単価●0万以上で,かつ品質性能が不安定で交換頻度が・
大なるものについて官が選定した品目        ~        ― ―

-3)特に官から指示された品目
3_2 かし担保期限       .               

・
 .´

・ ~

.a)か し担保期限は,整備完成等の納入の日から起算し,契約条項に定める期間とする。
‐b)契約相手方は,23によ:り 作成した結果等を品質保証資料としてこれらの写しを契

■約が完了した会計年度の翌年の1月 1‐ 日から5年間保管し,いつでも参照できる状

.態にしておかなければならない。        ・     ・ヽ 1 __
3.3 保証                    .・        ´

a)車両等の引渡しから引取りまでの間の一切の保証責任は,契約相手方の責任とする。

霧貴種T馨冒Γ
Iこおける契約相手方の過失その他により生じた損害

lま

/全て契約相
言存

3「4 監督・検査                    .・     ・

監督及び検査ば,契約担当官の定める監督及び検査実施要領により実施し、監督実施

記録に記入 (記録)するものとする。
4 出荷条件 ― .■      ・

4」  製品の包装                        .
整備完成の部品等及び返納品で,輸送又は保管のために包装を必要とするものは,完

成品及び返納品の状態に応じ適切な包装を実施するものとする。

＾
０

ヽ
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品 名 1
|

|

現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

42~包装の表示                       _
整備完成の部品等及び返納品で包装を行

tう

ものについては,包装の見やすい箇所に次

の表示を行わなければならない。ただし,それらの性質及び状態等によリー部を省略す

ることができる。

航空自衛隊標識マーク    ~~
品名及び型式 1        ..
物品番号

製造番号

調達要求番号    '
契約番号

.数量 ■

納入業者               
「:納

入年月日       ・

その他の指示        「 ・  ..
1 提出書類

契約相手方は,次の書類を提出しなければならない。

自動車点検基準に定められた点検整備記録簿

車両等員数表 6」紙様式第 1)  _~
必要部品及び修理要領明細書 (別紙様式第 2)・
_官給部品使用明細書 (別紙様式第 3)

使用材料に係る契約相手方の定めた書類
―

修理不能品 (見込)報告書 (別紙様式第 4)

.その他契約担当官の指示するもの。

2 官給品

官給品の品日,数量,時期及び場所については,個別仕様書で規定する。官給品は原

則として官給を受けなければならない。
5.3 1附属品・予備品      _     ― ・

附属品及び予備品の整備は,個別仕様書で特に規定した場合を除き,原則として整備
の対象外とするご
5.4 計測器・試験装置        ・ ‐             :
.1車両等が要求事項に適合していることを確認するために使用する計測器及び試験装置
は,車両法の規定に適合し,既定の性能が維持されていなければならない。

ｑ

）

＾
　

一



　ヽ

　

一

品 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

5:5 契約相手方の技術協力     ・
.

―契約相手方は,官側から次の各号について依頼された場合には,技術協力を実施しな

ければならない。                   .:
a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討

b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示

5“  補給の手続き            ._        ・

次に示す補給上の手続きについては,監督官及び契約担当官の指示による。
a)車両等の受け渡し

b)官給品の処置               ,
c)交換した旧部品の返納処置         ‐            1 ・

d)貸付品の受け渡しヽ                        ―ヽ

5.7 輸送  ■
契約相手方の事業場と基地等間の輸送は

「
個別仕様書で規定する場合を除き,官側で

実施する。ただし,基地から半径 3・Okmを超える事業場については,契約相手方の負

担とする。             
・

:・
          ・

~

5.8 安全管理

契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取り扱い,公害の発生す

る恐れのあるものの取り扱い並びにその他の作業事故を生起し易い作業について,法令

に係るものは当該法令に基づき,その他のものは規格等
1(契

約相手方が必要により定め

た基準等を含む。)に基づき,適切な安全管理を実施 しなければならない。

5.9 1仕様書の疑義   、      :        
‐ ~

本仕様書に関し、疑義が生じた場合は,その内容について

「

監督官の掌握事項につい

ては監督官と:その他の契約に関する事項の疑義については.監督官を通じ契約■当官

と協議するものとする。

‐10‐



別紙様式第 1

車 両 等 員 数 表

ロ
ロロ

″
,コ 受入年月日

車 番 差出部隊

調達要求番号 ンヽ  ウ↓  々
2ヽ| ■」_ "=:

監  督  官
搬入時累計走行
Km(時間)

品   名 定 数 現 数 状 態

1 イグニッションキー

2 消火器

3 発炎筒

4 車検証

5 予備タイヤ

6 定期点検記録簿

7 自賠責保険証

8 車両重量税印紙

9

10

11

12

13

14

15

-11-



2-.1

―
占
い
―

必 要 部 品 及 び 修 理 要 領 明 細 書

調 達 要 求 番 号

加
フヽ

工゙,  こ嘔   :コ
r」  1爾,  7テ

物 品 番 号

品 名 (型 式 )

連,番  号

適 用 技 術 図 書 No 発刊   
・
年 月    日

会  社  .名

監 督 官 名

確 認 月 日

注 :適用技術図書は本表作成に使用した丁0のみ記載する。



別紙様式第 2-2

―
一
ω
ｌ

必要部品数

物 品 番 号 部 品 番 号

単

　

位
欠

陥

交

換
計

修 理 方 法 備 考品   名

―台

当り

敗量

本表には整備作業の実施に際し使用する交換部品、

.補充部品、及び機械加工、板金等の作業、改造時の ′

特殊工程作業を記入する。

2 備考欄には修理箇所の程度を記入する。

1

`
|

■
■

■ ■

■ ■



別紙様式第3-1

―
ニ

ト
ー

・官給部品使用明細書
提出会社
作 成 者

.監督官等
確  認

提出
番号

頁

調 達 要 求 番 号 契約品名 明細書作成対象冨石丁薮亘

項 目
番 号

物 品 番 号 部 ・品 番 号 品   名 単位 数量 単  価 金  額 備 考

_′

記入要領 !手 ついては、付紙のとおり。

|  ,

契約番号 (年月日)



や
　
撃

７
Ａ

ｈ
円

郎

　

響

運

　

丼

嘲
輛

週
祉

響

1lE

申

撫

嘔

確

中
　
申
　
嘔
　
゛

中
脚

皿
椰

学
―
∞
駅
係
樋
単
晨
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付紙

官給部品使用明細書作成要領

1 官給部品使用明細書作成要領 (以下、「明細書」という。う は、契約書の官給部品表

に記載されている品目ごとに作成し監督官の承認を得るものとする。

2~様式は、別紙様式第3と し (1頁 目は3-1、 2頁 目は3-2を使用)記入要領は、

多こによる。

(1)‐「提出会社」

契約相手方の会社名を記入する。

(2)[作成者」

契約書に記載された代表者名を記入する。            ・

(3)「提出番号」

同一の契約における提出回数を記入する。

(4).「頁」                     .     .
頁番号及び総員数を記入する。                 _

(5)「調達要求番号■ 「契約品名」「契約番号 (年月日)」

契約書に記載された調達要求番号、契約品名、契約番号及び契約年月日を記入する。

(6)・「明細書作成対象品名・数量」.

官給部品表に記載された品名のうち、当該明細書作成の対象とした品名及数量を記

入する。      
‐
・

(7)「項目番号」

表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。         ・ ｀

｀(8)「物品番号」 「部品番号」「品名」「単位」「単価」       .

官給部品表に記載されている物品番号、部品番号、品名、単位及び単価を記入する。

なお、官給部品表
1こ
記載されてない場合は担当者に開合わせたうえ記入する。

(9)「数量」

当該契約のうち対象品目1こ使用した官給部品の数量を記入する。

(lo)「金額」
‐
              :

‐
数量×単価で算出した金額を記入する。

(11)「備考」

その他、参考となる事項を記入する。

-16-



別紙様式第 4

修理不能品発生 (見込)報告書

航 空 自 衛 隊

部 隊 堵

契 約 .担 当 官 殿

住
　
会
　
代

所

社  名

表
~者

名

上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたぐ報告します。

監 督 官 確、認

年  月  日

階

　

氏

級

　
名

調 達 要求 番 号 数   量

契 約 番 号 金
~額

契 約 年 月 日 納 1期
●
ｍ 名

-17-



調達要領指定書

発簡番号

調達要求番号 単 1

調達要求年月 日 令和 6年 4月 3日

作成部隊等名 第 2補給処業務部管理課整備班

作成年月 日 令和 6年 4月 15日

口 ●́
ロロイコ 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

仕様書番号 岐基 LPS― Vl号

車両部品割引率一覧表

NO. 規格 割引率 (%) 備考

1 トヨタ純正部品 17.0%

2 日産純正部品 17.0%

3 日野純正部品 18.0%

4 三菱ふそう (大型)純正部品 14.0%

5 一般優良部品 58.0% 付紙第1に よる



付紙第 1

一般優良部品一覧表

品名 指定銘柄 備考

ファンヘ'ルト 三ツ星ゴム、横浜ゴム、東海ゴム、プリシ
・ストンタイヤ、坂東調査ゴム、高砂ゴム、純1:各社

スハ
°―クフ

°
ラク
・ 日本特殊陶業、日立製作所、日本電装、純■1各社

ランフ
・

小糸電気、生井工業、市川製作所、市金製作所、鈴木用品、山口部品、井 L化学、大同用品、
スタンレー電気、ライフ電球、東芝電気、純正各社

フ 〃

ライト 小糸電気、生井工業、市川製作所、市金製作所、鈴木用品、自光舎、大同用品、純正各社

V I /\'- 朝日製作所、田中計器、ニツ葉電気、マルエス製作所、生井工業、自動車電気、純正各社

ホーン 今仙電気、丸人電気、三ツ葉電気、宮本警報器、日本電装、純正各社

方向指示器 アホ
°
口[業、新日邦、純正各キ|

ホ
.‐‐ルヘ'アリンク'(:専月1除く) 日本精工、東洋ヘアリング、光洋精工、不二越鋼材、東京ヘアリング、大阪へ'アリング、純正各社

力
・
ラス 旭力

・
ラス、日本板硝子、石塚特殊硝子、藤原■1業、セントラル硝

「
、純正各社

ライニング(リ
ヘ・ットを含む)

東京石綿、曙プレーキIl業、日清紡績、朝日石綿、三好石綿、久我石綿、日本アスヘ'スト、
日仲製作所、日本プレーキライエング、純正各社

三菱ふそうトラック・ハ'ス、日

野、UDトラックスを除く

フェーシンク
・ 香昴轟梓諄 紀観 i姜

、日清紡績、朝日石綿、三好石綿、久我石綿、日本アバ スト、
′′

エキソ・―ストツヽ・イフ・ 泰精板鉄工所、宝栄工業、曙機械、神谷プレス、東京シャリング、純正各社 ′′

マフラー
泰精板鉄工所、宝栄 [業、曙機械、神谷プレス、東京シャリング、大栄鉄 ll所、市川金属 [業、
純正各社 ′′

:11t, 日本電装、特殊変圧器、日立製作所、阪神変圧器、純■E各社

いす 、ゞトヨタ、H野、UDトラッ
クスを除く

エレメント
東洋エレメント、東京漏器、土屋製作所、国産機器、日本漏過器、日本化工、山信工業、星野]1米、
ピーコックエレメント、純正各社

紙製υ,い ||オ イル,7,ィ ルターυ・′,
ただしいす(V01(113240-001 をふそう|ン ッ
″′ヽ気.II」 r.t,1)トランクスを1●く
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別冊

令和6年度 道路運送車両法適用車両一覧
(第2補給処)
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外 注 車 両 諸 元 等 一 覧 表 (適 用 車 両)

別表第 1

NO

1

車  種 車  番 型  式 年式 製造会社 E/CN0 H6,,/NO MODEL/N0 E/C形式 S/N0
業 務 車 2号 岐 阜 503や 5606 5BA―NRE161 R3.3 トヨタ カローラ 21ヽ,R1222790 NRE161-0094621 2NR 2310-427-3267-5

′′ 岐阜 5olて  72 UA―ZZT240 16.1 プレミオ lZZ-3221212 ZZT240-0071458 UA―ZZT2400-AEPEIく 12Z 2310-424-9286-5
業務車 2号 (4× 4) 岐阜502そ 8395 DBA―ZRT265 20.2 プレミオ 2ZR―A108372 ZRT265-300479 DBA―ZRT265-AEXE!《 2ZR―FE 2310-427-3452-5

4

5

業務車2号 (緊急用) 岐 阜 800せ 5673 DBA―ZRT261 25.3 プレミオ 3ZR― B041056 ZRT261-3021078 DBA―ZRT261-AEXCP 3ZR―FAE 2310-427-8137 5
業 務 車 3号 岐阜503ぬ 9221 DBA―ZRT261 29.1 プレミオ 3ZR-3966199 ZRl｀261-3024876 3ZR―FAE 2310-424 7649-5

′′ 岐 阜 502ぬ 9550 DBA―KGll 22.2 日産 ブルーパード -894683A KGll-103151 MR20DE 2310-424-7449-5
業 務 車 4号 岐阜 200さ 2795 CBF―TRH223B 22.3 トヨタ )\4a-7 2TR-0859245 TRH223-6077292 CBF TRH223B― LEPDIく 2TR― FE 2310-424-3910-5

小型 人員 輸送 車 岐 阜 200さ 2851 UD― DヽAV41 19.1 日産 シビリアン TB45-090254 DVⅥ′41-035248 UCNVRDAW41EDD― ―cA― TB45 2310-427-3327-5
9

10

大型人員輸送車1号 岐 阜 200は 639 2TC― RUlASDA R3.1 日野 大型パス RC8-112238 RUlASD-41516 A09C 2310-424-9180-5
塵 芥 収 集 車 岐 阜 800そ 23 TPC―FEB80 29.2 三菱ふ キャンター 4P10-C53478 FEB80-550758 4P10 2320-421-8713-5

-3-
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外 注 車 両 整 備 計 画 一 覧
別表第2

No

1

車  種 車  番 型  式 年式 保安検査有効期限 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
業務車2号 岐阜 503や5606 5BA―NRE161 3   .  3 O    o   ■■0    0   ■■

12
ワ

“
″ 岐阜501て  72 UA― ZzT240 16 _  1 7    o   ■■

`    
ι  . ■■

車業務車2号 (4× 4) 岐阜502そ8395 DBA―ZRT265 20    2 7 . 2   25
車４

●
業務草2号 (緊急用) [&ESooiib6zg DBA「ZRT261 25  ・  3 7    3  ・ 13 ´

０

1 2

車業務車3号 (4× 2) 岐阜503ぬ9221 DBA―ZRT261 29  .  2 0     0    1^
υ    乙   ■V

′′ 岐阜502ぬ9550 DBA―KGll 22  ・  2 7     o    l´f  . 乙  . ■0
車ワ

ー
業務車4号 (4× 2) 岐阜200さ2795 CBF― TRH223B 22  .  3 7  3 .2 ０

０

車０
０ 小型人員輸送車 岐阜200さ 2851 UD― DVヽ741 19    1 7   1  ・ 28 3 3 車
（
ν 大型人員輸送草1号 岐阜200は639 2TC―RUlASDA 3   .   1 7   o   ooi    乙  . ιO

車
10 塵芥収集車 岐阜80oそ 23 TPG―FEB80 29  .  2 7   o   oor  . 4  ・ ∠Z

車

-4-
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目 次

1.外注車両諸元等一覧表 (別表第1)・ ‥・・P3

2.外注車両整備計画一覧表(別表第2)000…P4

-2-

|  |



別表第1
外 注 車 両・

諸 元 等 一 覧 表

NO 車  種 車  番 型  式 年式 製造会社 E/GN0 車体/N0 MODEL/N0 E/G形式 S/NO
乗用車 暉摯隷303さ 6810 6AA―AXVH70 R4.1 トヨタ カムリ A25A0999624 AXヽ′H70-1077523 A25A3NM 2310-427-6883-5

〃 岐阜302の8584 DBA―L33 30.1 日産 ァィアナ QR25-159387M L33-114172 QR25DE 2310-427-6883-5

-3-



別表第2
外 注 車 両 整 備 計 画 一 覧

N。 車  種 車  番 型
―ト

'ヽ
年式 保安検査有効期限 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 1 2 3

乗用車 岐阜303さ6810 6A」ヘーA)(vl170 4. 1 ワ    1  …1■i    ■  1 ■エ 24:
ワ

一
〃 W+zozo)gs84 DBA―L33 30 ・  1 7・  1.16 ′

４
，

一

-4-



岐基 LPS― V2号
平成 13年 4月 5日

現地外注整備共通仕様書
(道路運送車両法適用除外市販型車両)

航空自衛隊岐阜基地

丈 理
= "2■

綺処 蒸

同上
―元的な管理に
責任を有する者

重 〓

日

日

間

口

ゆ

先

番
月
月
獅
漸一合

E-10-124
作 成 年

取 得 午

彙 存

=な"間

特定 日以 崚 ■年

未 定

23ケ
なし.

本 縦

配  布

颯

'■
管 重 情

,ヽ長
|

田 示 椰分 ■示 不 田示

作成暉 0

123456区分

理 由

1

．　

　

一
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航空自衛隊仕様書

内容による分類 役務仕様書書

類

様

種

仕

の 性質による分類 共通仕様書

物 品 番 号 仕様書番号

岐基 LPS― V2号

承認年月日 平成 13年 4月  5日
作成年月日 平成 13年 4月  5日

令和 3年  3月 15日
令和  4年  3月  3日改正年月 日

令和 5年 6月  1日

品  名

夕りま

件  名

現地外注整備共通仕様書

(道路運送車両法適用除外

市販型車両)

作成部

隊等名
第 2補給処業務部管理課

1 総則

1.1 適用範囲

a)この仕様書は,岐阜基地が行う道路運送車両法適用除外となっている市販型車両の
外注整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。

b)こ の仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容とが相違する場合は,個別
仕様書に規定する内容を優先する。

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次に
よる。

1.2」  参考文書

参考文書とは,当該仕様書に規定した事項を更に理解させるため参考となる文書及び
図面をいう。
1.2.2 個別TO等
個別TO等とは,当該車両等に適用する技術指令書 (J.丁 .0.)及 び製造会社取

扱説明書等 (製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,オー
バーホール指令書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)をい
つ。

1.23 車両等

車両等とは,航空自衛隊車両等整備基準 (J.T.0.oo-lo-9)(以 下, ``整備
基準"と いう。)の第 1-1表に示す車両をいう。
1.24 道路運送車両法適用除外車両
道路運送適用除外車両とは,自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (以下, “訓令"

という。)の適用を受ける車両等をいう。

●
●



口
中 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

1.2.5 修理不能

修理不能とは,次の各号の場合をいう。
a)車両等本体又は部品単体の修理額が航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)

の規定を超える場合
b)修理ができない場合

c)特に官が規定した場合
1.26 監督

監督とは,契約の適正な履行を確保するために契約相手方の履行途中において,契約
の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。
1.27 検査

検査とは,調達物品等の品質及び数量等が当該契約の要求事項に適合するか否かを確
認し,合格または不合格の判定を行 うことをいう。
1.28 1検査

I検査とは,整備基準及び車両等検査要項 (J.T.0.36-1-6)(以 下, ``検

査要項"と いう。)の定期検査手順に基づき “I''の項目について行 う点検をいう。
1.29 M検査

M検査とは,整備基準及び検査要項の手順に基づき “M"の項目について行 う点検を
いう。

1.2」 0 純正部品

純正部品とは, 自動車メーカーが自社のブランドと流通ルー トで供給する補修用部品
をいう。

1.2」 1 優良部品

優良部品とは,部品メーカーが独自ブランドで供給する補修用部品で,一般社団法人
日本自動車部品協会の自動車優良部品推奨制度により推奨されたもの又はそれらと同等
の品質を有するものをいう。
1.2.12 FAINES
FAINESと は,一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 (以下, “整備振興会"

という。)の運営する整備関連情報を閲覧可能なシステムをいう。
1.2」 3 自動車整備標準作業点数表

自動車整備標準作業点数表とは,整備振興会が各自動車製造会社における車種別の定
期点検及び一般整備の標準作業点数を示したものをいう。
1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様
書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお,引用文書に定める内容が,こ の仕様書に定める内容と相違する場合 (法令等を
除く。)は,この仕様書に定める内容を優先する。

´
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品 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

1.3」  引用文書

a)法令等

道路運送車両法 (昭和26年法律第 185号)(以下, ``車両法"と いう。)

道路運送車両法施行規則 (昭和 26年運輸省令第 74号)

道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号 )

自動車点検基準 (昭和 26年運輸省令第70号 )

自動車の点検及び整備に関する手引き (平成 19年運輸省告示第317号)

自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (昭和45年防衛庁訓令第 1号)

航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)
b)技術指令書

航空自衛隊車両等整備基準 (J.T.0.00-10-9)
車両等の塗装及び標識 (J.T.O.36-1-3。 以下 “塗装及び標識"という。)

車両等検査要項 (J.T_0.36-1-6)
個別TO等

1.3.2 関連文書

a)法令等

航空自衛隊装備品等整備規則 (昭和46年航空自衛隊達第 10号 )

航空自衛隊調達規則 (JAFR124)
b)技術指令書

航空自衛隊技術指令書制度 (J.T.0.00-5-1)
航空自衛隊装備品等共通整備基準 (J.T.0.00-¬ o-1)

2 役務に関する要求

21 -般 的要求

一般的要求は,次による。

a)整備作業は,次の各号に示す要求事項を満足するものとし,整備作業の実施に際し
ては,車両等の特性及び状態を考慮して,1整備資源及び整備工数等を経済的かつ効
率的に使用して作業を実施しなければならない。
なお,整備工数等については,FAINES又 は自動車整備標準作業点数表を基準
とし,設定する。

b)契約相手方は,車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場でなけ
ればならない。

2.2 整備作業の種類

契約相手方の行 う整備作業の種類は,次に示すもの以外は,個別仕様書で規定する。

に
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品 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

2.2.1 定期検査

定期検査は, I検査又はM検査を次の工程に従い実施する。
なお,定期検査の結果,訓令の保安基準及び個別仕様書に引用されている個別TO等

に適合しない状態 (おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合は,その状態
を監督官及び契約担当官に報告し,承認を得た後 b)及び c)の作業を実施するものとす
る。

a)定期検査

b)分解検査

c)修理等

222 その他の整備

その他の整備は,個別仕様書で規定した作業を実施する。
23 作業内容

契約相手方は,個別仕様書で規定された2.2に示す各工程の作業を,次により実施し

なければならない。

2.3.1 定期検査

a)定期検査は, I検査又はM検査について,検査要項の手順に従い,こ の仕様書又は

個別仕様書に引用する個別丁0等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又

は計測等の作業を行い,規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認するとと

もに,結果を整備基準に定める車両等作業用紙に記入するものとする。ただし,車
両等作業用紙は,整備基準第 1-1表に示す車種区分により次のとおり分類する。

1)車両等作業用紙 (一般車両)(別紙様式第 1)

2)車両等作業用紙 (消防車両)(別紙様式第 2)

3)車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)御 」紙様式第 3)

b)定期検査に先立ち,附属品及び予備品を車両等に備え付けられている車歴簿の附属
品 。工具員数表により,員数を確認し車両等員数表 (別紙様式第4)に記録するも
のとする。

23.2 分解検査

分解検査は,定期検査の結果判明した要修理箇所を,整備するため必要な単位に分解
する。また,分解した部品は,こ の仕様書又は個別仕様書に引用する個別丁0等に定め
る整備基準に基づき, 日視点検,機能点検又は,計測等の作業を行い,車両等が規定の
性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品・材料 (以下, ``部

品等"と いう。)を判定する。確認の結果を必要部品及び修理要領明細書 (別紙様式第
5)に記録するものとする。

なお,分解した部品等は,交換を要する部品等を除き,必要な洗浄度を保持するため
の処置を行 う。

´
０



品 名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

23.3 修理等

契約相手方は, 23.2で判定された結果に基づき,要修理箇所が規定の性能を発揮す
るよう修復する。その際,監督官の指示により次の作業を行 う。
a)交換 交換は, 2.3.2で交換を要すると判定された部品等を 2.4により交換する。

交換した部品等は,次の書類に記録する。
1)官給品の場合 :官給部品使用明細書 (別紙様式第6)

2)会社準備品の場合 :使用材料を明確にする契約相手方が定めた書類
b)加工 加工は,修理のため,要修理品の状態及び特性に応じ最も適した方法で行 う。
C)組立・調整 組立及び調整は, 2■ 2で使用可能品と判定されたもの,又は, a)

及び b)により修復した部品等を,車両等の性能を発揮させるため適正な手順及び
方法により組み立て,必要に応じ各部位を調整する。

d)潤滑 潤滑は,車両等の必要な部位又は部品等に必要な潤滑効果を得るため,適合
した油脂を選定 (官給品を除く。)の うえ適正量を給油する。

2.3.4 塗装等

a)塗装及び標識 塗装及び標識は,個別仕様書で特に指定する場合を除き,塗装及び
標識に基づき実施する。

b)塗色 塗色は,塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺
の塗色に極カー致させるものとする。

2.3.5 作業の中止

次に示す場合は,作業を中止し,監督官に申し出て,契約担当官の指示を受けるもの
とする。

a)車両等を修復するために,個別仕様書で規定した以外の整備作業が必要な場合
b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当すると判明した場合。ただし, 1.2.5 a)

に該当する場合は,修理不能品発生 (見込)報告書 (別紙様式 7)を作成し契約担
当官に提出するものとする。

24 部品・材料
a)整備作業に必要な部品等は,個別仕様書で規定したものを除き契約相手方において

準備する。
b)部品等は,原則として製造会社の純正部品又は日本自動車部品協会の自動車優良部

品推奨制度により推奨された優良部品とする。
C)a)及び b)において,調達要領指定書に示す部品の割引率を適用させるものとする。
d)整備作業において,修理不能品 (組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他

の組部品の修理等に流用することが可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,

流用は,同一契約の範囲とする。

″
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2.5 機能・性能

車両等の機能及び性能は,訓令の保安基準及び個別仕様書に引用されている個別丁0
等に適合しなければならない。
3 品質保証等
3.1 対象品

a)整備契約装備品等

b)前 a)の物品を整備するために使用する業者負担品のうち次に示す品目
1)修復製品目

2)非修復製品目のうち概ね単価 10万以上で,かつ品質性能が不安定で交換頻度が
大なるものについて官が選定した品目

3)特に官から指示された品目

かし担保期限

かし担保期限は,整備完成等の納入の日から起算し,契約条項に定める期間とする。
契約相手方は,23に より作成した結果等を品質保証資料としてこれらの写しを契
約が完了した会計年度の翌年の 1月 1日 から5年間保管し,いつでも参照できる状
態にしておかなければならない。

3.3 保証

a)車両等の引渡しから引取りまでの一切の保証責任は、契約条項に定める期間とする。
b)契約期間中における契約相手方の過失その他により生じた損害は、全て契約相手方

の責任となる。
3.4 監督・検査

監督及び検査は,契約担当官の定める監督及び検査実施要領により実施するものと
する。

4 出荷条件

41 製品の包装

整備完成の部品等及び返納品で,輸送又は保管のために包装を必要とするものは,完
成品及び返納品の状態に応じ適切な包装を実施するものとする。

Ｏ
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42 包装の表示

整備完成の部品等及び返納品で包装を行 うものについては,包装の見やすい箇所に次
の表示を行わなければならない。ただし,それらの性質及び状態等によリー部を省略す
ることができる。
a)航空自衛隊標識マーク

b)品名及び型式

C)物品番号

d)製造番号

e)調達要求番号

つ 契約番号
g)数量

h)納入業者

i)納入年月日

5 その他の指示

5」  提出書類

契約相手方は,次の書類を提出しなければならない。ただし,次の a),b)又は,c)
においては,整備基準第 1-1表に該当する車両等作業用紙とする。
a)車両等作業用紙 (一般車両)(別紙様式第 1)

b)車両等作業用紙 (消防車両)(別紙様式第2)
C)車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)柳 」紙様式第 3)
d)車両等員数表 (別紙様式第 4)
e)必要部品及び修理要領明細書 (別紙様式第 5)

f)官給部品使用明細書 (別紙様式第 6)

υ 使用材料に係る契約相手方の定めた書類
h)修理不能品 (見込)報告書 (別紙様式第 7)
i)その他契約担当官の指示するもの。
5.2 官給品

官給品の品目,数量,時期及び場所については,個別仕様書で規定する。官給品は原
則として官給を受けなければならない。
5■  附属品・予備品

附属品及び予備品の整備は,個別仕様書で特に規定した場合を除き,原則として整備
の対象外とする。
5.4 計測器・試験装置

車両等が要求事項に適合 していることを確認するために使用する計測器及び試験装置
は,車両法の規定に適合し,既定の性能が維持されていなければならない。
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5.5 契約相手方の技術協力

契約相手方は,官側から次の各号について依頼された場合には,技術協力を実施しな

ければならない。

a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討
b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示

5“  補給の手続き

次に示す補給上の手続きについては,監督官及び契約担当官の指示による。
a)車両等の受け渡し

b)官給品の処置

c)交換した旧部品の返納処置

d)貸付品の受け渡し

5.7 輸送

契約相手方の事業場と基地等間の輸送は,個別仕様書で規定する場合を除き,官側で

実施する。ただし,基地から半径 30kmを超える事業場については,契約相手方の負

担とする。

5.8 安全管理

契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取り扱い,公害の発生す

る恐れのあるものの取り扱い並びにその他の作業事故を生起し易い作業について,法令

に係るものは当該法令に基づき,その他のものは規格等 (契約相手方が必要により定め

た基準等を含む。)に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。
5.9 仕様書の疑義

この仕様書について疑義が生じた場合は,その内容について,監督官の範疇に関する

事項については監督官と,検査官の範疇に関する事項については検査官と,その他の契

約に関する事項については契約担当官と,それぞれ協議するものとする。

‐
10‐



別紙様式第 1-1
ェック記号

車 両 等 作 業 用 紙 (一 般 車 両 )

車種 検査の種類
I:□ :~M「

~日

管理替 :× 印

自動車番号 管理部隊

開始日付 完了日付

レ  良好

X  調整

XX 取換

XXX修理

T 締付

C 清掃

L 給抽

/ 適用外

分解したら記号を0で囲む

点検項目 記 備 考 記 備 考
I.かし取り装置 ホイール・ナットとホィール・ボルトの緩み

ホイール・ナットとホイール・ボルトの損傷

点検項目

1′ ンヽドルの操作具合

.ステアリング・ギヤ・ボックスのオイル漏れ ※ 4.リ ム、サイドリング、ホイール・ディスクのま傷
ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み

77rYr. a yl:. 7- nfio*4, iFA, fi &
ポール・

'ら

イント・グスト・プーツの亀裂・損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

.緩衝装置

・ホイール・ペアリングのがた

.ステアリング・ナックル動 のがた L.t-7.^v)r/Oa+fr
7.ホイール・アライメント

パワー・ステアリング・ベルトの緩みと損傷

9.パフー・ステアリング装置のオイルれ 、オイル量

10.パワー・ステアリング装置の取付けのi震み

Π.制働

ンの取付部、連結部の緩み、がた、損傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリングツくンド

(2)スプリング‐プラケットの取付部

(3)リーフ・スプリング・ピンなど連結部

(0トルク・ロットしジアス
"ッ

ト)の連結部

ソーフ・サスペンシヨ

Lブレー‐ ペグルの遊び、踏込んだときの床板との陳間 3ロイッレスプリングの根傷
2.ブレーキの効き具合 ※

3.パーキング・ブレーキ・レパーの引きしろ ※

4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※

5プレーキ ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態

6.リザーパ・タンクの液量 ※

スペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷

(1)サスペン:シ全ョンの各取付ボルト・ナット

(2)サスペンヽシヨンの各連結部のがた

(3)サスペンシヨン各都の技傷、ポー′レ%イントの

グストブーツの亀製、損傷

ル‐サ

7.ブ レーキ・マスタ・シリングの機能、摩籠、損傷 5.エア・サスペンヽシ●ンのエア漏れ
8.ブレーキ・ホィール・シソングの機能、,露に、損傷

9.ブ レーキ・ディスク・キャンパの機能、摩耗、損傷

.エア・サスペシ●シヨンのベローズの損傷
エア・ナスペンションの取付部、連結部の緩みと損傷

8.エア・サスペンジ●ンのレベリングツ フ`レブあi麗能

※9.シヨック・アプソーバあ油漏れ及び損傷
V.動力確 置

昴

● 左

前

着

前 篠

哺 左

||

右

前

後 優 饉 雀

チャンノ` ロットのストローク10.

11.ブレーキ・チャンパの機能

12.ブレーキッ ルヽブ、クイック・レリーズウ ル`プ、
リレー・パルプの機能

13.ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14.ブレーキ倍力装置の機能

との隙間

(1)クラッチ・ペグルの遊び

(2)レリーズ・フォーク先端の遊び

(3)クラッチ‐ヽ グフレの床なとのすき間
④ブノンュロッド寸法等

の

15.ブレーキ・カムの着
=毛

2.クラッチの作用
16.プ レーキ・ドラムとライニングとのすき間 3.クラッチ液の量
17.ブレーキ・シューの招動部分及びライニングの摩耗 4.トランスミッション、トランスファのオイル漏れ
18.ブレーキ・ドラムの摩耗と損傷 5.1, :/ Z:y-r3r, t-,:/zz7 Dt'4 )t t
19.パック・プレートの状態 6.プ ロペラ・シヤフト、ドライプ・シャフトの連結部の緩み
20.ブレーキ・ディスクとパットとの隙間 7.ドライプ・シャフトのユニパーサル・ラ有イント部あ

ダスト・プーツの亀製と損傷
シヤフト、ドライブ・シャフl導鮨手部のがた

(1)スプライン部のf=蔵:によるがた

(2)自 在継手部の摩耗によるがた

プロペラ

前

輛 左

前

オ

前 後

輸 と

前

右

前

後 篠 後 後

1.ブ レーキッ` ットの月調毛 彙ライニ :ング又はパンドのユ 嘔

9.フ
‐
ロヘフ・シャフにドライフ■シャフト

`つ

センタ・へ7ツングのがた
″.ブレーキ・ディスクの摩耗と損傷 10.デファレンシヤルのオイル漏れ、ォイル量
23jzrr.a v -+. l', J^o&ll o#17, Ⅵ.電気装置
24.センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとの原間 1.スパーク・プラグの1状態
25.センタ・プレーキのライニングの摩幸ε

~
2.点火時期

26.センタ・ブレーキ・ドラムの雑 と損傷 3.ディストリピュータのキャップの状態
27柚圧式二重安全ブレー輛 F肩あ孫

=~
.パッテリのターミナル部の緩みと腐食

皿.走行装置 電気配線の接続部の緩みと損傷 ※

.排気

C

3.エア・クリーナ・エレメントの状態

4.エア・クリーナの油

5.例ング ヘッド、マニホールド各部の締付状態

前

ａ 左

前

右

前 ●

● と

前

着

前

■ 優 後 後

(1)タイヤの空気圧 いペア・タイヤ含む)

(2ンイヤの亀裂、損傷

(3)タイヤの溝の深き、異常摩耗

*タイヤの溝の深さ

1.タ

6.エンジ)ク●イルの漏お

■ ■■■
■■■

■
■■■■

■■■■ ■■■

■
■
■

■
■

■■■■

-11-



別紙様式第 1-2
7燃料漏れ

※フイノヾ―
.及びウィンド・ウオッシヤの作用

ファン・ベルトの緩みと損傷 ※ デフロスタの作用
冷却水漏れ ※ 施錠装置の作用
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発量防止装置 ノ スエ キ パイプト マフラ等 の取 け付 傷の緩みと損

1メターリングツ ルヽプの状態 マフラの機能
ローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 .火花防止装置の状態

.燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 ア・タンクの凝水
チャコール・キャニスタの詰まりと損傷 .エア・コンプレッサ
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックツ ル`プの損傷 0.フ ′ヽッシャ レギュレータ、アンローダ・パルプの機能

6.触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩みと損傷 1.非常口の扉の機能
二次空気供給装置の機能 車枠、車体の緩みと技傷
.排気ガス再循環装置の機能 3.連結装置のカプラの機能と損傷

9.減速時排気ガス減少装置の機能 4.連結装置の喩 /トル・フック摩耗、亀裂、損傷
0.―酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態 シート・ベルトの状態
附属装置等 6.開扉発車防止※壁の機能

1.ホーンの作用 ※ 7.シャン各部の給油脂状態 ※

※印の項目のみであれば整備員欄及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可、検査員欄及び整備幹部相は省略可。

付記又は特記事項

走行距離 K■

測定通費 姉 ハ 警音器音彙

“

サイレン dB
誤差 hハ 近接排気音騒

=
“

定常走行騒音

“

速度計

指針の授れ bハ 制動獲 bハ
トーイン 停上 E離検掃量
トーアウト 手 動

規格 カツトオフ ・ カットオン照し 左 右

左 右 前輪

取付高さ 取付高さ 前後綸 da,: daN
上 ・  下 ■ ・ 下 後輪 daN

光綺
佐‐ 右

光輸
左 ・ 若

制動カ

後後輸 d2,I

主 ca 主 ′`ッテリー 電 E 比重

前照灯

光度
副 ca

光度
副 ed LLC

℃

次口定期検査予定年月 次回定効検杢合格見込み X 不合格

次回定期検査不具合
見込みの理由

整備員 検査員 整備幹部 整備隊等
の長

-12-



別紙様式第 2-1
整備作業チェック記房

車 両 等 作 業 用 紙 (消 防 車 両 )

車種 検査の種類
I:□ ,M:Iコ +□
管理替 :※印

自動車番号 管理部隊

開始日付 完了日付

|レ  良好

IX 
調整

X× 取換

X× X修理

T 締付

C 清掃

L 給油

イ…澤]生|

分解したら記号をOで日む

点検項目 記 備考 記 備 考

I.かし取り装置

)->vvo*(F4A
ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み

ホイール・ナットとホイール・ポルトの損傷

点検項目

2.ステアリング・ギヤ・ボックスのオイル潟れ 4.リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷
3_ス テアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み 5.フ ロントホィーノレベアリングのがた

ロット・アーム類の緩み、がた、損傷.ス 0.リヤ・ホイーノレベアリングのがた

ボーフレ●右イントグスト・プーンの亀裂韻傷

リーフ・スプリングの損傷

緩衡装置
●ステアリング・ナッ多●直結部のがた

7.ホイール・アライメント

8.パフー・ステアリング・ベルトの緩みと損傷

9.パフー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量

10.パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■.制動装置

1.ブレーキ・ペグルの遊び、踏込んだときの床板との隙間 ※

2ブレーキの効き具合 ※

3.パーキング・ブレーキ・レパーの引きしろ ※

4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※

5.ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態

6.リザーパ・タンクの液量 ※

リーフ・サスペンカ ンの取付部、連結部の緩み、がた、損傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スブリングツ ン`ド

②スプリング・プラケットの取付部

(3)リーフ・スプリング・ビンなど達結部

(0トルク・ロット(ラジアス・ロッド)の道摯奇部

コイル・サスペン:4]ンの取付部、連結部 の級み、がた、損傷

(1)サスペンンョンの各取付,'レト・ナット

②サス0シ●ンの各連粛早Bのがた

(のサスペン,4ョ ン各部の損傷、ボ~ノいをイントの

グスト・ノーツの亀裂、損傷

.コイル・スプリングの損傷

7.ブレーキ・マスタ・シリングの機能、産耗、損傷 5.-7 +^.5:-d),0)a7frIt
3.ブレーキ‐ホイール・シリングの機能、摩耗、損傷 ア・サスペシ

^シ

勺ンのベローズの損傷
エア・サスペン|シヨンの取付部、連結部の経みと損傷
a7 ir7.t:/.>3',/AV-:Y バルプの機能

9.プレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

9.ラ句ック・アプノーパの油漏れ及び損傷 ※

V.動力罐 置
面

● 左

前

右

前 後

● た

it
着

前

後 後 , ■

‐チャン′` ロッドのストローク10.

11.ブレーキ・チャンパの機能

12.ブレーキツくルブ、クイック・レリーズ・パルプ、
リレー・パルプの機能

13.ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14フレーキ倍力装置の機能

との隙間

(1)クラッチ・ペグルの遊び

②レリーズフォーク先端の遊び

③クランチ・ペグルの床板とのすき間

④ブッシュロッド寸法等

のツル の

15.ブレーキ・カムの摩耗 2.クラッチの作用

16.ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 3.クラッチ液の量

17.フレーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩耗 4.トランスミッション、トランスファのオイ′レ,量れ

6.トランスミッション、トランスファのオイ′́蜃

6.プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

7.ドライブ・シャフトのユニパーサル・ジョイント部あ

グスト・プーツの亀製輩 傷
7 u *)..rrr r. r - n U. y't 7 t#+fl DlltL

(1)スプライン部の厚幸εによるがた

②自在継手部の摩耗によるがた

前

● と

前

お

前 後

綸 と

詢

方

前

雀 螢 , 螢

摯ライニング又はメンドの

"

av-+.r,t^ra

ツ ッヾトの姜言耗

18.ブレーキ・ドラムの摩耗と損傷

19.パック・プレートの状態

ブレーキ・ディスクとパッドとの隙間

9.7' E < r''/ r7 l. l' i,D - l7F Olr,・ヘフリングの扇三だ

10.フ
ーファレ|ン・ンャノンのオイルi厨れ、オイノ14■

23.センタ・ブレーキ・ドラムの取付の緩み Ⅵ.電気装置
24.センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間 1.スパーク・プラグの状態
25.センタ・ブレーキのライニングの摩耗 2.点火時期

3.ディストリピュータのキャップの状態

4.パッテリのターミナル部の緩みと腐食 ※
キ機構の機能

I.走行装置

センタ・ブレーキ・ドラ

5.電気配線の接続部の緩みと損傷 ※

Ⅶ_原動機

1_低速と力1遠の灰悪

HC ppmC O

排気

3.エア・クリーナ・エレメントの状態

4.エア‐クリーナの油の汚れと量

5.シリング・ヘッド、マニホールド各部の締付状態

前

輸 と

前

●

前 毯

輸 左

前

右

前

菫 後 ● 薇

(1)タイヤの空気圧 レペア・タイヤ含む)

②タイヤの亀裂、損傷

(3)タイヤの溝の深き、異常摩耗

*タイヤの溝の深さ

1.タ

6.エンジンオイルの漏れ

”
一

■
■

■
■
■■■■

■■■■

■
■
■

■■■■ ■■■
■■■■■■■

■■■■

■‖■■■

|||
■
■
■

■■■

■

■ ■■■
■ ■■■

■■■
■■■

-13-



別紙様式第 2-2
燃料漏れ ※

8.ファン・ベルトの緩みと損傷 ※

9.冷却水漏れ ※

ばい煙、悪臭のあるガス、 の発散防止装置

メターリング・パルプの状態

2.プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
3燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
チャコール・キャニスタの詰まりと損傷
.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・ノ,レプの損傷

オイルレベル、マグネット、キャブレータ

スパーク・プラグ、エア・クリーナ、

燃料フィルタ、ガパナー

エンジン・コンプレッンヨン     ※

■■■

T~~T~~~~~~
||
||
| |
L」___

補助発電機
用エンジン

の排出ガス減少装置の取り付けの緩みと損傷
7二次空気供驚装 置の機能

排気ガス再循環装置の機能

フォームツ ンヽド・ライン

フォーム・ホース・リール

室内灯、パルブ、ホース、

ノズル、リール・モーター

※
.減速時排気ガス減少装置の機能

0.一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態
4.補助消火装置

※

C・ B消火装置

粉末消火装置
附属装置等

ホーンの作用 ※
5

珈 温装置、3方コック※已管
サーモスタット、燃料フィルタ   ※

2.フイパー及びウィンド・ウォッシャの作用 ※

3.i7e^ra+FR
施掟装置の作用

.エキノースト・パィブ、マフラ等の取付けの緩みと損傷

6.マフラの機能

7.火花防止装置の状態
エア・タンクの凝水

~漏
えい、コック、プロポーショナ

取付、締付、グラントパッキン

ギヤー・ボックス、パキューム・

ポじ/フ・、ハイドロリック・ガぐンプ、

リリーフリ ル`ブ、ストレーナ

取付部、各操作機構、電磁弁

作動油圧機構、旋回、上下動

切替装置

※

※

― 油量、交換

水タンク

フォーム装置

主 水
ボ ノ́

装 置

ハイドリック・

オイル・タンク

0. ターレット

各接続部、タンク部、水量

ストレーナ、タンク・ユニット

.エアロンプレッサの機能

0.プレッシャ・レギュレータ、アンローダツ ル`プのi機能

H.非常口の扉の機能

12.車枠、車体の緩みと損傷 ※

13.連結装置のカプラの機能と損傷

14.連結装置のビントル・フック摩耗、亀製、損傷 11.自衛ノズル 機能、漏えい、ノズルフィルタ  ※
16.シーヽ卜̈ ,レトの場に態 締付、漏えい12.各配管部
16.開扉発車防止装置の機能 取付、作動13.電磁クラッチ

※作動、サイレン等14.各ライ唸頃

1'運転室内容計器 作 動 ※

16.搭載工具類 ※
補助発電機 ―取付、制御盤、レギュレータ、メーター、

リレー、コンミュテータ、プラン    ※

※17.シャシ各部の給油脂状態

X、消防車両特殊装置

※印の項目のみであれば整備員欄及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可、検査員欄及び整備幹部欄は省略可。

付記又は特記事項

走行距離 Km

測定遠慶 姉

^
警青器吉量 dB サイレン dB

誤菫 bハ 近姜排気青騒青

“

定着走行騒音 dB
速度口|

指針の振れ hハ 制勁初速度 bハ
トーイン 停止距離検■■
トーアウト 手動 daN

規格 カツトオフ ・ カットオン照し ｀
ヽ 左 右

左 若 前 綸 dal: dBN

取付高さ 取付高さ 前後綸 daN

上 ・ 下 上… 下 後輪 daN
光軸

た ・ 右
光軸

左 ・ 右

制勁力

後後輸 daN

主 ca 主 cd パッアリー 電圧 比 重

前照灯

光度
副 ol

光度
副 ed LLC ℃

次口定

"検
査予定年月 次回定

"踏
合格見込み X 不合格

次回定期検査不具合
見込みの理由

整備員 検査員 整備幹部 整備隊等
の長

■
■

■■■

■■■

■■■
■■■

||■■

||■■
■‐ ■

■‐ ■
■■■

■■■
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別紙様式第 3-1

車 両等 作業 用紙 (施設、荷役、その他の車両等)

車種 検査の種類
I:□ ,M:回 +

管理替 :※ 印

自動車番号 管理部朦

開始日付 完了日付

レ  良好

X  調整

×X 取換

XXX修理

T 締付

C 清掃

L 給拍

/適 用外

分解したら記号を0で田む

作業 チェッ

点検項目 記 備考 点検項目 記 備考
I.かし取り装置 2.ホイール・ナットとホィール・ポルトの緩み
1ノ ン`ドルの操作具合 3.ホイール・ナットとホィール・ボルトの損傷

テアリング・¬́ ヒ・ボックスのオイル漏れ

3.ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み

4.ステアリング・ロッド・アーム類の緩み、がた、1■傷

)^, r.lF.Y://, i<4 -/v. i 122 oAE
フロント・ホイー′レベアリングのがた

リヤ・ホイール・́ ア`リングのがた

.リ

5.ポール●をイント・グスト・ ―ツの亀裂・損傷 Ⅳ.緩衝装置
ステアリング・ナックノ́ 菫結部のがた

7.ホイール・アライメント

8.パワー・ステアリング・ベルトの緩みと損傷

.パワー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量

10.パワー‐ステアリング装置の取付けの緩み

■.制動装置

スペンカ ンの取付部、連結部の組み、がた、損傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スフリングツ ンヾド

(2)スプリング・プラクットの取イ寸部

(3)リ ーフ‐ス́ リング・ピンなど連諸部

(0トルク・ロッド(ラ,':″ス・ロット)の 1直茉壽郭

.リーフ・ナ

リーフ‐スフリングの損傷

1プレーキ ペダルの遊び、踏込んだときの床板との瞭間 ※
2.ブレーキの効き具合 ※

3.パ ーキング・プレーキ・レパーの引きしろ ※

4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※

5.ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態

0リザーン`・タンクの液量 ※

スペンシ行ンの取付部、連結部の緩み、かた、韻傷

(1)サスペン,4,ンの各取付ボルト・ナット

(2)サスペン|ン●ンの各連結部のがた

(3)サス0シ●ン各部の損傷、ポール,らイントの

ダストブーツの亀裂、損傷

.コイル‐ナ

コイル・スプリングの損傷

7.ブ レーキ・マスタ・シリングの機能、産耗.損傷

8.ブレーキ●イール・シリングの機能、摩耗、損傷

.a7 - t 
^-r:/->E>0)a7 

#,l1,
エア・サスペシヽシ●ンのベローズの損復

エア・サスペン,4,ンの取付部、連結部の緩みと損傷9.ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

8.エアサスペンシ●ンのレスア万石バルラあ顧冨
~~~~~

※9.シ営ック・アプツーバの油漏五夏
・
び預傷

V.動力伝達装置

10.ブレーキ・チャンノ` ロッドのスi:口
_ク

前

輸 を

前

右

前 後

輸
=

前

右

前

姜 ■ ■ ●

11.ブレーキ・チャンフ`のi機能

12.ブレーキ・パルブ、クイック・レリーズ .′ ル`プ、
リレーツ` ルプの1機能

13.ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14.ブレーキ倍力装置の機能

との隙間

(1)ク ラッチ・ベグルの遊び

(2)レリーズ・フォーク先端の遊び

(3)クラッチ・ベグルの床板とのすき間

④ブッシュロット寸法等
15.ブレーキ・カムの摩耗 2.クラッチの作用
16.ブレーキ・ドラムとライエングとのすき間 3.クラッチ液の量
17.ブレーキ・シューの招動部分及びライニングの摩耗 ル漏れ4.トランスミッション、トランスファのオイ
18.ブレーキ・トラムの摩耗と口傷 5.トランスミッション、トランスフアのオイ′ι4暑

19.パック・ブレートの状態 6.プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフめ 連結部の緩み
20.ブレーキ・デイスクとパッドとの隙間 7.ド ライブ , rr7 | o r=) \ -t )v. :)E.l :./ '"lin rD

グスト・ノーツの亀裂醸 傷

シャフト、ドライプ・シャフト自手部のがた

(1)スプライン部の摩策によるがた

(2)自 在継手部の岸嘱 によるがた

フ・口́ くラ

前

● と

前

オ

前 塗

綸 左

前

右

前

螢 篠 ■ ■

ブレー■ パットの摩耗 幸ライニングスはパクトの五L嘔

シヤ′ の・シヤフ、ト

″.ブレーキ・ディスクの摩耗と損傷 10.デファレンシャルのオイル漏れ、オイル量
23.センタ・ブレーキ・ドラムの取付の緩み Ⅵ.電気装置
u.tv r, av -+. t:j J^L, 4 =>t t owrl 1.スパーク・プラグの状態
zs.t r -,v-+cD)-l aZ OE# 2.点火時期
26.センタ・ブレーキ・ドラムの諄呻毛日員傷 ,azlt)Ya-ra*lr/o*B

4.パガつのターミナル部の緩みと腐食 ※

5.電気配線の接続部の緩みと損傷 ※

1.低速と加速の状態

CO

状植

ppロ

3.エア・クリーナ・エレメントの状態

4.エア・クリーナの油の汚れと量

・ヘンド、マニホールド各部の締付状態5.シリング

(1)タイヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)

(2)タイヤの亀裂、損傷

(3ンイヤの溝の深さ、異常摩耗

*タイヤの溝の深さ

前

● 左

前

岩

前 棧

綸 左

詢

右

前

螢 後 ■ 棧

油に コ駄安者≧ブレーキ機構の機能

皿.た'行装置

1.タイヤ

6.エンジンオイルの漏れ

■■■

■■回

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■ ■■■

■■■■
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別紙様式第 3-2
:燃料漏れ ※ X.施設、荷役、その他の車両等
ファン・ベルトの組みと損傷 ※ 1.キャリッジ ※

9.冷却水漏れ .操作レバー ー リフト、チルト ※

チェン ー リフト、ドライブ

,-r)v - ,,1>U. i.l7'l ※

5.シリング ー リフト、チルト

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

1.メターリング・パルプの状態

プローバイ・ガス遺元装置の配管の技傷

出抑止装置の配管等の損傷 6_油庄ボンプ ※

4.チャコール・キヤニスタの詰まりと損傷 7.一般漏えい ― 油、水、空気 ※

5 出抑止装置のチエックツ ル`プの根傷 8.旋 回機構

.触媒等の排出ガス減少装置の取り付けの緩みと損傷 9.マスト本体、プーム

二次空気供給装置の機能 0.,そ

`さ

クランチ、減速:1畿オロi ※

1.ドラム ※

2昇降機構 ※

3.コンミュテータ、プラシ ※

.夢F気ガス再循環装置の機‐能

減速時排気ガス減少装置の機能

1●―酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態

附属装置等 14.=>la-> X ※

1.ホーンの作用 ※ 5.パフー・テーク・オフ ※

6.索導器 ※

7.クレーン・アタッチメント ※

18.キャタピラ ※

2.フイパー及びウィンド・ウォッシャの作用 ※

3.ァフロスタの作用

4.施錠装置の作用

5.エキゾーストパイブ、マフラ等の取付けのi緩みと損傷 19.排土板、スクレーパ ※

6.マフラの機能 フイフス・ホイーッレ

.補助脚 ※

.キング・ピンー摩耗、破損、カップラ結合個所 ※

,'<EBJ&65*tf , looti- /v7v *:/, v -i/
操向装置 ※

.操向アライメント

クレーン・エンジン ※

7.火花防止装置の状態

8.エア・タンクの凝水

9エア‐コンプレッサの機能

10.ブレッシャ・レギュレータ、アンローダツ ル`プの機能

11.非常口の扉囃

12.草枠、革体の緩みと損傷 ※

13.連結装置のカプラの機能と損傷 4.ク レーン電気系統 ※

14.連結装置のビントル・フック摩耗、亀裂、損傷 5.補助脚 ※

15.シートベ′ントの状態 6.通話装置 ※

16.開 扉発車防止装置の機能

17.シャン各部の給油脂状態 ※

膳名については、※印の項 目のみ
1印欄及び整備幹部印欄は省略可。

1付記又は特記事項

であれば整備員印欄及び整備隊等の長印欄にそれぞれ整備実施者、その所属隊等の長の署名又は押印で可、検査員

走行距離 Km

速度ヨ|

測定速度 姉/h 警吉器苦量 む サイレン dB

誤 差 bん 近接排気苦騒予 鵡 定常走行騒音

“情針の振れ bハ

制動カ

削動初速度 kn/h

横清■
トーイン 停止距駆

トーアウト 手 動 daN

前照灯

規格 カットオフ ・ カットオン照し 左 若

左 若 前綸 dall daN

取付高さ 取付高さ 前後輪 daN daN

光釉
■:‐ 下

光

"

■― 下 後綸 daN daN

左
‐

右 た ・ 右 後後輪 daN aaN

光魔
主

光度
主 ed ノ`ッテリー 電 E 比菫

副 ca 副 ca LLC ℃

次回潮 検査予定年月 次回定期楡壺合格見込み X 不合格

次回定期検査不具合
見込みの理由

整備員 検査員 整備幹部 整備隊等
の長
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別紙様式第 4

車 両 等 員 数 表

車   両   名 受 入 年 月 日

物 品 番 号 差 出 部 隊

証 書 番 号 車 両 番 号

調達要求番号 契約番号 会社名

腸] 口   ″
f″   ロロ  イコ 定 数 現 数 状 態

搬入時累計走行Km(時間)

検   査   官 監   督   官

-17-



|」 5 1

Ｉ

Ｐ
∞
―

必 要 部 品 及 び 修 理 要 領 明 細 書

調 達 要 求
コ■ =ヨ
含 ・,

="フヽ 約 番 号

物 品 番 _●コ
Tテ

品 名 (型 式 )

・
=1,    

コ||■     [=コ

'こ=   f日
 `  7ヲ

適 用 技 術 図 書 No
発刊   年   月 日

△
バ 社   名

監 督 官 名

確 認 年 月 日

注 :適用技術図書は本表作成に使用した丁0のみ記載する。



別紙様式第5-2

―
一
０
１

必要部品数

物 品 番 号 部 品 番 号 品   名

―台

当り

数量

単

　

位
欠

陥

交
換

計
修 理 方 法 備 考

1  本表には整備作業の実施に際し使用する交換部品、

補充部品、及び機械加工、板金等の作業、改造時の

特殊工程作業を記入する。

2 備考欄には修理箇所の程度を記入する。

一一一

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■



別紙様式第 6-1

官給部品使用明細書
提出会社
作 成 者

監督官等
確  認

提出
番号

頁

調 達 要 求 番 号 契約品名 明 ロ ・数量

契約番号 (年月日)

項目
番号

物 品 番 号 部 品 番 号 ロ
ロロ 名 単位 数量 単  価 金  額 備 考

―

い
〇

―

記入要領については、付紙のとおり。



別紙様式第 6-2

項目
番号

物 品 番 号 部 品 番 号 ロ
ロロ 名 単位

頁

数量 単  価 金  額 備 考

―
い
い
―



付 紙

官給部品使用明細書作成要領

1 官給部品使用明細書作成要領 (以下、「明細書」という。)は、契約書の官給部品表

に記載されている品目ごとに作成し監督官の承認を得るものとする。

2 様式は、別紙様式第6と し (1頁 目は6-1、 2頁 日は6-2を使用)記入要領は、

次による。

(1)「提出会社」

契約相手方の会社名を記入する。

(2)「作成者」

契約書に記載された代表者名を記入する。

(3)「提出番号」

同一の契約における提出回数を記入する。

(4)「頁」

頁番号及び総員数を記入する。

(5)「調達要求番号」「契約品名」 「契約番号 (年月日)」

契約書に記載された調達要求番号、契約品名、契約番号及び契約年月日を記入する。

(6)「明細書作成対象品名・数量」

官給部品表に記載された品名のうち、当該明細書作成の対象とした品名及数量を記

入する。

(7)「項目番号」

表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。

(8)「物品番号」「部品番号」 「品名」「単位」「単価」

官給部品表に記載されている物品番号、部品番号、品名、単位及び単価を記入する。

なお、官給部品表に記載されてない場合は担当者に問合わせたうえ記入する。

(9)「数量」

当該契約のうち対象品目に使用した官給部品の数量を記入する。

(10)「金額」

数量×単価で算出した金額を記入する。

(11)「備考」

その他、参考となる事項を記入する。

-22-



別紙様式第 7

修理不能品発生 (見込)報告書

航 空 自 衛 隊

部 隊 名

契 約 担 当 官 殿

住
　
〈〓
　
代

所

社  名

表 者 名

上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたく報告 します。

監 督 官 確 認

年  月  日

階     級

氏     名

調 達 要求 番 号 数   量

契 約 番 号 金   額

契 約 年 月 日 納   期

ロ
●ロ 名

-23.―



調達要領指定書

発簡番号

調達要求番号 単 1

調達要求年月 日 令和 6年 4月 3日

作成部隊等名 第 2補給処業務部管理課整備班

作成年月日 令和 6年 4月 15日

品名 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両 )

仕様書番号 岐基 LPS― V2号

車両部品割引率一覧表

NO. 規格 割引率 (%) 備考

1 トヨタ純正部品 17.0%

2 日産純正部品 17.0%

3 UDト ラックス純正部品 10.0%

4 三菱 自動車 (小型)純正部品 17.0%

5 三菱ふそ う (大型)純正部品 14.0%

6 日野純正部品 18.0%

7 いす 純ゞ正部品 19.0%

8 一般優良部品 58.0% 付紙第1に よる



付紙第 1

一般優良部品一覧表

品名 指定銘柄 備考

ファンヘ
・
ルト 三ツ星ゴム、横浜ゴム、東海ゴム、プリシ

・ストンタイヤ、坂東調査ゴム、高砂ゴム、純正各社

スハ
°―クフ

°
ラク' 日本特殊陶業、「」立製作所、日本電装、純 1「 各社

ランフ
°

小糸電気、生井 工業、市川製作所、市金製作所、鈴木用品、山口部品、井上化学、大同用品、
スタンレー電気、ライフ電球、東芝電気、純正各社

ミラー ′′

ライト 小糸電気、生丼 [業、市川製作所、市金製作所、鈴木用品、白光合、大同用品、純 i「 各社

v1/r'- 聟国製作所、田中計器、ニツ葉電気、マルエス製作所、生丼工業、自動車電気、純正各社

ホーン 今仙電気、丸人電気、ニツ葉電気、宮本警報器、日本電装、純正各社

方向指示器 アホ
°
口工業、新 日邦、純正各社

ホ
.―
ルヘ`アリング(専用除く) 日本精工、東洋ヘフリング、光洋精上、不

‐
_越鋼材、東京ヘアリング、大阪へ'アリング、純正各社

力'ラ ス 旭ガラス、日本板硝 L石塚特殊硝子、藤原工業、セントラル硝 子、純正各社

ライニング(リ
ヘ.ッ

トを含む)

東京石綿、曙プレーキエ業、日清紡績、朝 :l石綿、三好石綿、久我石綿、日本アスヘ'スト、
日仲製作所、日本プレーキライニング、純正各社

三菱ふそうトラック・ハ・ス、日
野、UDトラックスを除く

フェーシンク'

東京石綿、曙プレーキエ業、日清紡績、朝 日石綿、三好石綿、久我石綿、日本アスヘ'スト、
日伸製作所、純正各社 ′′

エキソ
・―ストハ・イフ・ 泰精板鉄上所、宝栄工業、曙機械、神谷プレス、東京シャリング、純」E各社 ′′

マフラー
泰精板鉄工所、宝栄工業、曙機械、神谷プレス、東京シャリング、大栄鉄工所、市川金属工業、
純正各社 ′′

a4rv 日本電装、特殊変圧器、日立製作所、阪神変圧器、純止各社

いす 、ゞトヨタ、日野、UDトラッ
クスを除く

エレメント
東洋エレメント、東京漏器、土尾製作所、国産機器、日本漏過器、ll本化工、山信工業、星野工業、
ピーコックエレメント、純 ![各 社

紙製の然十「オイル ,.′ ノィルタ のみ
ただしいす Vゞ01()-1.り |(|-001 ■ふそうトラ′

ク″薇 .:,野 .UDトラックス″昨く



|  ,
|  ,

別 冊

令和6年度 道路運送車両法適用除外車両一覧
(第2補給処)

-1-



|  |
l  l

目 次

1.外注車両諸元等一覧表 (適用除外車両)(別表第1)0… …P3-4

2.外注車両整備計画一覧表 (適用除外車両)(別表第2)・・00・ P5

-2-



別表第 1

外 注 車 両 諸 元 等 一 覧 表 (適 用 除 外 車 両)

NO 車  種 車  番 型  式 年式 製造会社 車体/NO MODEL/N0 E/G形式 E/CNO
業 務 草 1号 45-2579 DAA―NKE165G Rl.10 トヨタ カローラフィールグー NKE165-7225460 lNZ-lLM lNZR-819643

45-2584 6AA―NKE165G R3.2 ′′ NKE165-7241341 lNZ lNZ9243298

45-2596 R5.2 ′′ NKE165-7267271 lNZ-lLM lNZ9460206

45-2243 UA―W「P12 16.3 日産 プリメーラ WTP12-062817 TDAAREZP12EDA QR20 QR20-442393

45-2274 UA Wll 17.3 74=-)v Vヽll-523184 TATARFAWllEDA― B QG18 QG18-224990

45-2275 Wll-523194 QC18-224992

45-2462 DBA―JY12 22.1 ウイングロード JY12-028955 TDSARHWY12EDAJ― A MR18DE MR18-126225A

45-2463 JY12-028960 ″ MR18-126274A

45-2464 JY12-028961 MR18-126275A

10 45-2465 JY12-028965 MIR18-126403A

11 業務車1号 (4X4)警 務用 45-1093 CBF=VNWll 19.2 エキスノ`―ト ′ヽNヽVll-540876 YATNREAWllE QG18 QG18-284773
12 トラック1/4t4× 4小型業務車 45-3746 KR―HDJ101K 17.2 トヨタ ランドクルーザ 卜I[)J101-0027079 KR―HDJ101K―RNACZ lHD lHD-0274612
13 45-3967 DBA―NT31 22.2 日産 X―トレイル NT31-060699 TDRNREZT31EZAB AA MR20 MR20-896687A

14 45-3968 ′′ NT31-060700 MR20-896685A
15 45-3969 ′′ ′′ N‐「 31-060701 MR20-896686A

16 45-3971 NT31-060703 MR20-897065A

17 45-3972 ′′ NT31-060717 ′′ MR20-897067A

18 45-3973 NT31-060718 ′′ MR20-896051A

19 45-3974 NT31-060719 MR20-896047A

20 1/2tト ラ ッ ク 45-7599 V16 21.9 菱 ′ヽ16-7300282 V16-BBRSFA 4市i40 4M40 HL4408

21 トラック2t4× 2カ ー ゴ 46-3976 U―SW2S41 6.2 日産デ コンドル ν/2S41-003161 SVV12SBFS410DLIく BD30 BD30-021589

22 46-4038 KK―FE70CB 16.3 三菱ふ キャンター FE70CD-506957 4D33 4D33-J84692

23 46-4069 PDG―FE70B 20.3 FE70B-541020 PDC― FE70B 4ヽ442 4ヽ442-A57289

24 46-4083 BGX―XZU504M 22.2 日野 デュトロ XZU504-0003537 DК C―XZU504M― TOMMF3 N04C N04C-0012608

25 46-4084 〃 XZU504-0003538 N04C-0012609

26 46-4085 XZU504-0003539 N04C-0012610

-3-



外 注 車 両 諸 元 等 一 覧 表 (適 用 除 外 車 両)

NO 車  種 車  番 型  式 年式 製造会社 車体/NO MODEL/NO E/G形式 E/GNO
27 トラック21/2t4× 2カ ーゴ 46-5174 BKG―FD7JGYA 22.2 日野 レンジャー FD7J(lY■12112 J07E J07E―TJ17183

28 46-5175 FD7JGY-12116 J07E―TJ17193

29 46-5176 FD7JGY-12117 J07E―TJ17200

30 46-5177 FD7JGY■ 2122 J07E TJ17216

31 46-5178 FD7JGY-12123 J07E―TJ17214

32 46-5179 FD7JCY-12128 J07E―TJ17228

33 46-5180 FD7JGY-12129 J07E―TJ17232

34 46-5181 FD7」 GY-12130 J07卜 TJ17237

35 トラック21/2t4X4カ ーゴ 46-6411 F'rS34F4 13.3 ヽヽり
~ゞ

フオワード F′rS34F4-7000011 FTSlFC 81L 6HKl-813617

36 業 務 車 2号 (緊 急 用 ) 46-7021 CXM60CT R4.3 いすゞ ギガ CXM60CT-7000118 6NXl 3949

37 有 線 整 備 車 46-9844 BDG―XZU508V 22.2 トヨタ ダイナ XZU508-00070067 BDG― XZU508V―RRMMA N04C N04C-0007067

38 ユ ー ティリティ整 備 車 47-9235 CBF―VR2E26 Rl.10 日産 キャフバン VR2E26-123696 QR20
39 救   急   車 48-1704 CBF― THR221S 22.1 トヨタ TRH221-0019376 2TR― FE 2′rR-0855202

40 高 規 格 救 急 車 48-1753 3BF―TRH226S R3.2 TRH226-0022675 2TR 2TR2313350

41 小 型 人 員 輸 送 車 48-2010 BE640E 27.3 三菱ふ ローザ BE6401E-210021 4P10 4P10-B58541

42 トラック4× 4ダ ンプ中型 47-2354 ADG― CF4XL 22.1 UD CF4XL-30082 ADG-01CF4B GE13 CE13-610966A

43 給 食 運 搬 車 (1号 ) 46-2362 NJR85AN 30.3 いすゞ エルフ NJR85-7065374 4JJl 4JJl-3J0696

44 給 食 運 搬 車 (2号 ) 46-2346 ADF-1ハVME25 22.1 日産 キャラノヾン VヽVME25-156975 ZD30DDTi ZD30DDTl-236810

45 トラック3/4t(バ ン型 ) 46-3028 CBF―VR2E26 Rl.10 日産 キャラノ`ン VR2E26-123677 QR20
46 46-3029 R3.1 日産 キャラノ`ン VR2E26-131547 QR20 QR20-012413

47 トラック4t(ウ イングバン)I型 46-9652 KK―FK61HIくX 15.3 三菱ふ ファイター FIく61HKX-760503 6M61 6M61-50001

48 バ リ ヤ 作 業 車 47-9125 NPR85AR 21.2 いすゞ エルフ NPR85-7018661

“

Jl 4JJl-844178

49 武 装 作 業 車 46-2510 KC―LY131 トヨタ LY131-0009391 3L 3L-4688339

-4-
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No 車  種 車  番 型  式 年式 保安検査有効期限 ４
４

仄
Ｕ 6 7

０
０ 9 10 11 12 ｎ

Ｚ

業務車1号 45-2579 DAA―NKE165G Rl .  10 6  .  9  . 31 M保 :

45-2584 6AA―NKE165G R3 .  2 8 . 1 .31 ″
４

ヽ
「

45-2596 ′′ R5 .  2 8     2  . 15 M
′
４ 45-2243 UA―WTP12 16  .  3 7  . 12 . 31 ″４

ヽ
一

45-2274 UA―Wll 17  .  3 6  .  8  . 31 M保
〃 45-2275 ″ 17  .  3 6  . 12 . 31 M保

45-2462 DBA―JY12 22  .  1 ´
Ｏ 30 M保

０
０ 45-2463 22  .   1 6  .  6  . 30 M保

:

Ｏ

υ 45-2464 ′′ 22  .  1 6  .  8  . 31 M保

10 45-2465 22  .   1 6  .  5  . 31 M保

11 業務車1号 (4× 4)警務用 45-1093 CBF―VNヽ711 19  .  2 6  .  7  . 31 :M保

12 トラック1/4t4X4小 型業務, 45-3746 KR― HDJ101K 17  .  2 6  .  7  . 31 :M保

13 〃 45-3967 DBA― NT31 22  .  2 6  . 12 . 31 I M保 :

14 〃 45-3968 ′′ 22  .  2 7  .  1  . 31 :M保

15 45-3969 ′′ 22  .  2 6  .  8  . 31 M保

16 45-3971 22  .  2 6  . 11 . 30 M保

17 45-3972 〃 22  .  2 7  .  1  . 31 :M保

18 〃 45-3973 22  .  2 6 . 10 . 31 M保
:

19 〃 45-3974 ′′ 22  .  2 6  .  6  . 30 M保
:

20 1/2tトラック 45-7599 ″ヽ16 21  .  9 6  .  8  . 31 M保

21 トラック2t4× 2カーゴ 46-3976 U― SW2S41 6  .  2 6  . 10 . 31 M保
:

22 ′′ 46-4038 KK― FE70CB 16  .  3 7  . 10 . 31 M

23 46-4069 PDG― FE70B 20  .  3 7  . 12 . 31 M

24 〃 46-4083 BGX― XZU504M 22  .  2 7  .  7  . 31

25 46-4084 22  .  2 7  .  8  . 31 M

26 46-4085 ′′ 22  .  2 7  . 12 . 31 M

別表第2

外 注 車 両 整 備 計 画 一 覧 表 (適 用 除 外 車 両)

凡例:I=6か月検査 M=12か月検査 M保 =保安検査前点検 (24か月検査)

-5-
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外 注 車 両 整 備 計 画 一 覧 表

凡例 :I=6か月検査 M=12か月検査 M保 =保安検査前点検 (24か月検査)

6:7No 車  種 車  番 型 式 年式 保安検査有効期限 ′
■

●
０ 9 : 10 11 12 つ

一

●
Ｊ

27 トラック21/2t4× 2カーゴ 46-5174 BKG―FD7JCYA 22  .  2 7  .  7  . 31 M

28 ′′ 46-5175 22  .  2 7 . 12 . 31 M

29 46-5176 22  .  2 7  .  6  . 30 M

30 ′′ 46-5177 22  .  2 7  .  6  . 30 M

31 〃 46-5178 22  .  2 7  .  9  . 30 M

32 46-5179 ′′ 22  .  2 7  .  5  . 31 M

33 46-5180 22  .  2 7  . 11 . 30 M

34 46-5181 22  .  2 7  .  9  . 30 M

35 トラック21/2t4× 4カーヨ 46-6411 FTS34F4 13  .   3 6  . 10 . 31 M保 i

36 トラック8t(ウインク
.ノ

ン`) 46-7021 CXM60CT R4 .  3 8  .  2  . 28 M

37 有線整備車 46-9844 BDG―XZU508V 22  .  2 7  .  1  . 31 M

38 ユーティリティ整備車 47-9235 CBF―VR2E26 Rl . 10 6  . 12 . 31 M保

39 救急車 48-1704 CBF― TRH221S 22  .   1 7  . 10 . 31 M

40 高規格救急車 48-1753 3BF―TRH226S R3 .  2 7  .  1  . 31 I :M保

41 小型人員輸送車 48-2010 三菱BE640E 27  .  3 Ａ

） 30 M保

42 トラック4× 4ダンプ中型 47-2354 ADG― CF4XL 22  .   1 6  .  1  . 31 M

43 給食運搬車(1号 ) 46-2362 NJR85AN 30  .  3 8  .  2  . 28 M

44 給食運搬車(2号) 46-2346 ADF―VWME25 22  .   1 7  . 12 . 31 M

45 トラック3/4t(バン型) 46-3028 CBF―VR2E26 Rl .  10 6  . 12 . 31 IM保

46 トラック3/4t(バン型) 46-3029 CBF―VR2E26 R3. 1 6 .  12 .  30 :M保

47 トラック4t(ウイングバン)I型 46-9652 KK―FK61HKX 15 .  3 7 .  2 .  28 M保

48 バリヤ作業車 47-9125 NPR85AR 21 .  2 8 .  1  .  31 M

49 武装作業車 46-2510 KC―LY131 1 6 .  7 .  31 M保 :

-6-
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(| I( 別紙第1

外注車両諸元一覧表

ヽ 車 種

業務車1号

車 番 年 式 型 式

UA―WTP12

規格 シヤシ陀 EG型式 EC番号 長 さ 高 さ 幅 車両重量 前軸重 後軸重 総重量

45-2224 H16.02 日産 062608 QR20 435122 4675 1480 1760 1350 820 530 1750
，

４

Ｑ
Ｊ

業務車1号 45-2466 H21.12 DBA―JY12 日産 028968 MR18DE 126411 4415 1505 1695 1240 730 510 1640

1/2tト ラック 45-7572 H19.11 V16BBRSFA

KR HI)J101K

三菱 7100481 4M40 HJ1247 4140 1970 1765 1950

2490

2490

1090

1400

1400

1340 2430

４

＾
1/4t4×

4小型業務車 45-3719 H16.02 トヨタ 0026303 llD 0255125 4890 1860 1940 1090 3090
ｒ
Ｏ 1/4t4×

4小型業務車 45-3720 H16.02 KR―HDJ101K トヨタ 0026306 1lD 0255170 4890 1860 1940 1090 3090

＾
０ 1/4t4×

4小型業務車 45-3799

45-3945

45-3975

H20.12 CBA―TNT31

DBA―NT31

DBA―NT31

日産

日産

006871

060569

QR25 749592

894381

4590 1685 1785 1530 890

860

640

640

1930

り
‘ [/4t4×

4小型業務車 H21.11 MR20

MR20

MR20

4590

4590

1685 1785 1500 1900

０
０ 1/4t4×

4小型業務車

[/4t4×
4小型業務車

H21.11 日産 060720 896045 1685 1785 1500 860 640 1900

０

レ 45-3976 H21.11

H21.11

H21.11

H17.03

DBA―NT31

DBA―NT31

日産

日産

060721 897223 4590 1685

1685

1785 1500

1500

860

860

640 1900

1900

1900

10 1/4t4×
引 型ヽ業務車

:/4t4×
4小型業務車

45-3977

45-4313

060722 MR20

MR20

896951 4590 1785

1785

640

11 DBA―NT31 日産

いすゞ

いすゞ

いすゞ

060911 898300

14630

488920

4590 1685 1500 860

2055

3190

640

12

13

21/2t4× 2カ ーゴ

21/2t4x4カ ーゴ

21/2t4x4カ ーゴ

21/2t4× 4カ ーゴ

3:/2tト ラック

31/2tト ラック

小型人員輸送車

46-5123

46-6445

PB―FD7JOFA 10245 J07E 6765 2790

3055

2220

2470

2480

3900 1845

2995

7940

11425

11620

H22.02 PDG―FTS34S2 7000069 6HKl 6730 6185

14 46-6482 H25.02 QKG―FTS34S2 7000142 6HKl 637545

637648

6700 3070 6380 3245 3130

313015 46-6483

46-8616

H25.02 QKG―FTS34S2

SKW477

いすゞ 7000143

7003537

611Kl

6UZl

6700 3070 2480 6380

8540

3245 11620

1470016 H30.07 いすゞ 638561

443737F

B58543

7150 3190 2485 4240

3850

4300

17 46-8508 H23.12 SI(W476

TPG―BE640E

いすゞ 7004216

210019

6UZl

4P10

7150

6245

3180 2485

2010

8490

3670

4130

1940

14650

567018 48-2009 H27.03 三菱 2645 1730

-3-



別紙第2
I(

il

外注車両整備計画一覧表
所

属 車  種 車  番 型式 午式
草
齢

車検有効
期  限

1四 2四 3四 4四

1 2 3
備  考

10 11 12

2整 業務草1号 45-2224 UA-lVTP12 H16.02 20 R8.1.31 M 卜6か月検査

M=12か月検査

M保=保安検査前点検

(24か月検査)

2整 業務車1号 45-2466 DBA― JY12 H21.12 14 R6.10、 31 M保

2指 1´/′2tトラック 45-7572 V16田おm H16.02 20 R6.10.31 M保

2指 :/4t4x4小型業務車 45-3719 KR-lDJ101K H16.02 20 R7.12.31 M
2整 [/4“ X4小型業務車 45-3720 KR― HDJ101K H16.02 20 R3.1.31 M

M2整 :/4t4x4小型業務車 45-3799 CBA―TNT31 H20.12 15 R8.1.31

2整 1/4t4x4小型業矛努1車 45-3945 DBA―NT31 H21.11 14 R6.10.31 M保

2指 ]/4t4x引 型ヽ業務車 45-3975 DBA―NT31 H21.11 14 R6.11.30 M保

2整 1/4t4× 4小型業務車 45-3976 DBA―NT31 H21.11 14 R6.11.30 M保

10 2整 1/4t4x4小型業務車 45-3977 DBA―NT31 H21.11 14 R6.11.30 M保

11 2オ旨1/1t4x4小 型業務車 45-4313 DBA―NT31 H21.11 14 R6.12.31 M保

12 2オ旨21/24× 2カーゴ 46-5123 PB―Fl)7JGFA H17.03 19 R7.2.28 M保

13 2整 21/2t4× 4カーゴ 46-6445 PDG―FTS34S2 H22.02 14 R7.12.31 M
14 2キ旨21/2t4× 4カーゴ 46-6482 QKG―FTS34S2 H25.02 11 R6.12.31 M保

15 2整 21/2t4× 4カーゴ 46-6483 QKG―FTS34S2 H25.02 11 R6.12.31

R7.11.30

M保

16 2整 31/2tトラック 46-8508 SI(lV476 H23.12 13 M

17 2整 31/2tト ラック 46-8616 SKW477 H30.07 R6.6.30 M`呆

2整 小型人員輸送車 48-2009 TPG―BE640E H27.06 R7.2.28 M保

半期・月

整 備 区 分

1四

4 5 6

3 4 4

2四 3四 4四
合  計

10 11 12

6か月検査

区分別件数 12か月検査

保安検査高

“

点検 (24か月検査)

月 合  計

18

12

36

-4-
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別紙第1

外注車両諸元一覧表
恥 車 種 車 番 年 式 型 式 規格 シ ヤシ詭 . EG型式 EC番号 長 さ 高 さ 幅 車両重量 前軸重 後軸重 総重量

業務車1号 45-2467 H9.12 DBA―JY12 日産 028971 駅 18班 126413 4415 1505 1695 1240 730 510 1640
ワ

一 1/4t4× 4小型業務車 45-3943 H9.12 DBA―NT31 日産 060564 MR20 894378 4590 1685 1785 1500 890 640 1900
●
● 1/4t4X4小型業務車 45-3978 H9.11 DBA―NT31 日産 060723 MR20 897222 4590 1685 1785 1500 890 640 1900
′
■

1/4t4X4′ 」ヽ型業務車 45-4472 R刀 1 7 DAA― IT¶T32 日産 180029 LIR201)D 566270 4690 1730 1820 1630 930 700 2030
2t4× 2カ ーゴ

46-4166 R4.11 2RG―XZC605M 日野 0036503 N04C W]:)A5528 4690 2495 1695 2645 1535 1110 4885
´
０

21/2t4× 4カ ーゴ
46-6484 H25.2 FTS34S2 いすゞ 7000144 6HKl 637736 6700 3070 2480 6375 3245 3130 11615

21/2t4× 4カ ーゴ
46-6485 H25.2 FTS34S2 いすゞ 7000145 6HKl 637846 6700 3070 2480 6375 3245 3130 11615

Ｏ
Ｏ

31/2tト ラック 46-8617 H30.7 SKW477 いすゞ 7003541 6UZl 638658 7150 3190 2485 8540 4240 4300 14700
Ｏ

υ
31/2tト ラック 46-8618 H30.7 SKW477 いすゞ 7003542 6UZl 638648 7150 3190 2485 8540 4240 4300 14700

10 小型人員輸送車 48-2028 H28.3 TPC-3E640E 三菱 210170 4P10 C05844 6245 2645 2010 3670 1730 1940 5670

-3-



別紙第2

外注車両整備計画一覧表

1四 2四 3四 4四
所

属 車  種 車  番 型式 年式
車
齢

車検有効
期 限

10 11 12
備  考

13 業務車1号 45-2467 DBA―JY12 H9.12 14 R6.10.31 M保
13 1/4t4X4小型業務車 45-3943 DBA―NT31 H9.12 14 R6.10.31 M保
13 1れ4× 4小型業務車 45-3978 DBA― NT31 H9.11 14 R6.12.31 M
13 1/4t4×

4小型業務車 45-4472 DAA HNT32 R元 .07 R6.10.31 保
13 2t4X2カ ーゴ

46-4166 2RG― XZC605M R4.11 R7.2.1

13 /2t4X4カーゴ
46-6484 QKC‐

‐
1下rS34S2 H25.2 11 R7.1.31

13 21/2t4× 4カ ービ
46-6485 QKG―FTS34S2 H25.2 11 R7.1.31 M保

13 31/2tト ラック
46-8617 SKW477 H30.7 R6.6.30

13 1/2tトラック 46-8618 SKW477 H30.7 R6.6.30

10 13 小型人員輸送

“
48-2028 TPG― BE640E H28.3 R8.2.28 M

卜6か月検査

M=12か月検査

M保=保安検査前点検

(24か月検査)

1四 2四 3四 4四
整 備 区 分

10 11 12
合  計

6か月検査
10

12か月検査区分別件数

保安検査前点検 (24か月検査)

月 合 計
20

-4-
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別 冊

令和6年度 道路運送車両法適用除外車両一覧
(第 15高射隊)
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次

1.外注車両諸元等一覧表 (別紙第 1)・・・・・P3

2.外注車両整備計画一覧表 (別紙第2)・・・00P4
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外注車両諸元一覧表
詭 車 工里

イ
４１ 車 番

45-2282

1年 式: 型 式 シ ヤ シM EC型式 IE´G番号  長 さ 高 さ 幅 車両重量 前軸重 後軸重 総重量
１
■
　

　

つ
乙

業務車1号 H 17.031UA― Wll
‐~~~‐

「
~~~~~~

つ
Ｕ

Ａ
Ｖ

０
４

つ
０

，

″

ｒ
Ｏ Ｑ

一）
ＧＱ 225343 14650 1450

一

民
υ
　
．

９

一

６

一

１
１
け

に

1300 750 550 1700―
― ― ― -1 ‐~「

1/4t4×
4小型業務車 145-3944

_「 ____ __

11900
H21.11lDB
______1___

A―NT31 060568 1MR20 894377
-1

4590 1685 785 1500 860 640

31:/4t4× 4小型業務車 145-3979

i45-7573

H21.11 DBA―NT31 060728 MR20 897221 4590 1685 1785 1500 860 640 1900

4.1/2tト ラック

521/2t4× 4カ ーゴ

1~

IH 19, 11 V16BBRSFA 7too482l4M4o
I

7000146 r6HKl
i

7004768.6Un

HJ1340 4140 1970 1765 1950 1090 1340 2430
　̈

４
‘
　

．　

′
仕

― |―

つ
″

“
ｎ

´
０

０
０

４

＾
一

´
０ QKG―FTS34S2 638129 6700 3070 2480 6380 3245 3130 11620

6.31/2tト ラック

71小型人員輸送車

瞑
υ

′
４

′
０

０
υ一

´
０ 1638648

1B58543

7150 3190 ９
一
　

¨

485 8540 4240 4300   114700

48-2011 日
Л 27.031TPG―BE640E 1210019 14P10 6245 2645 2010 3670 1730 1940 5670Ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

，

Ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

―■―

8

9

10

11

12

13

14

15

―

|―

―

「

，

Ｌ

Ｉ

　̈

　

　

　

一　

　

　

　

．　

　

　

　

一　

　

　

　

・

〓
―

‐
Ｉ
Ｔ
Ｉ

Ｉ
‐
―
―
―
―
ユ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
，
―

―

　
＾
１
１
１

１
■

_|

」

161

17
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外注車両整備計画一覧表
1四 2四 3四 4四

所

属 車  種 車  番 年式
車

齢
車検有効
期  限 ４

，

民

Ｊ
´
０

ワ

‘
０
０

Ｏ

υ 10 11 12 ０
４

Ｑ

ｕ

備  考

15 業務車1号 45-2282 H17.03 19 R7.2.28 M保
つ

４ 15 1/4t4× 4小型業務車 45-3944 H21.11 14 R6.10.31 M保
０
、υ 15 1/4t4× 4小型業務車 45-3979 H21.11 14 R6.12.31
ノ
４ 15 1/2tトラック 45-7573 H16.03 20 R6.10.31 M保
ｒ
０ 15 21/2t4× 4カーゴ 46-6486 H25.02 11 R7.1.31 M
Ａ

ｕ 15 31/2tトラック 46-8645 R3.02 R7.2.28 M
７

１ 15 小型人員輸送車 48-2011 H27.06 Ｏ

υ R6.12.31 M

I=6か月検査

M=12か月検査

M保 =保安検査前点検

(24か月検査)

1四 2四 3四 4四
半期・月

整 備 区 分
４

‘

員
υ

´

υ
ワ

ー
０
０

Ｏ

υ 10 11 12 つ

４
Ｏ
υ

〈
ロ 計

6か月検査 ウ

一

ｎ

）
０
４

つ

４
ｎ

）
ｎ

）

ｎ
ｕ

∩

）

ｎ

υ

ｎ

υ

ｎ

）

ワ

ー

12か月検査 ｎ

υ
ｎ

）

ｎ

）

ｎ
υ

ｎ
υ

ｎ

）
Λ
υ

ｎ

ｕ
ｎ

）

区分別件数

保安検査前点検 (24か月検査)
ｎ

）

ｎ
）

ｎ
υ

ｎ
υ

ｎ

）
ｎ
ｕ

ウ

４
ｎ

υ
ｎ

〉
∩

）
４

‘

〈
ロ月 言エ

ロ|

ウ

一

ｎ

）

つ

ん
０

“́

ｎ

ｕ

つ

乙
ｎ

ｕ
つ

４
つ

ん
ｎ

） 14
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―
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田
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用車両(庁費)(第2補給処)

社名 車種 型式 適用型式 参照型式 参照先 車番
3か月 12か月 エンシン 彙,籠 下口り ′ヽプグリス

取 :魯

ヘットライトブレーキ

清 掃

′ヽイラフリンド

担霙点検6か月 (2年
下口り

“

や 口絨査 愴 よ 胴 壺

トヨタ 乗用車 6/ヽA―Ⅸ 、アH70 1.6′
1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 0.8 AXiV[170 AXVH70 FAINES

"支

」肇303さ6810215

日産 . 乗用車 DBA― L33 1.7
1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 L33 L33 Fン IヽNES 岐阜302の85842_5

-3-



自動車整備標準作業点数積算資料

-1-



1.自 動車整備標準作業点数積算資料

2.自 動車整備標準作業点数積算資料

3.自 動車整備標準作業点数積算資料

4.自 動車整備標準作業点数積算資料

目 次

道路運送車両法適用車両     (第 2補給処)・・・・・P3

道路運送車両法適用除外車両   (第 2補給処)・・・・・P4、 P5

道路運送車両法適用除外車両 (牽引)(第2補給処)・・・・・P6

道路運送車両法適用除外車両 (器材)(第2補給処)・・・・・P7
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用車両 (第2補給処
ヽ
〕
ノ

3か月 12か月 エンジン 下回り
社名 車種 型式

6か月
）
取 替

´ヽフトライl・

田 ■
フレーキ

清 掃 推奨点検

適用型式 参照型式 参 照 車番

1.5業務車2号 UA― ZZT240
2.4

1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 ZZT240 ZZT240 FAINES 岐阜501て 72
1.4業務車2号 5BA―NRE161
2.2

1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 NRE161 NRE161 FAINES 岐阜503や5606
1.5

ｎ
０2

(緊急用)
DBA―ZRT261

1.5 2.4
1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 ZIざ「 261 ZRT261 FAINES 80 5673

岐阜503ぬ9221
1.7

(4× 4)
DBA「ZRT265

2.6
1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 ZRl｀ 265 ZRT265 FAINES 岐阜502そ 8395

2.8 6.3

ト

ョ

タ

業務車4号 CBF一TRH223B 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 TRH223B TRH223B FAINES 岐阜200さ 2795
1.5業務車3号 DBA― KGll
2.4

1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 KGll KGll FAINES 岐阜 502ぬ9550
3.6 8.7

日盾ヨ

小型人員輸送車 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 DヽへV41 DヽハV41 FAINES 岐阜200さ 2851
5.6 17.9日野 大型人員輸送車1号

UD― DVW41

2TG―RUlASDA 3.9 1.8 4.5 1.4 0.4 0.6 RUlASDA RUlA FAINES 暉き計200は 639
8.7三奎ふそう塵芥収集車 TPC―FEB80

8.7
2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 FEB80 FEB80 FAINES 岐阜800そ23

-3-
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自動車整備標準作業点致積算資料 道路運送車両法適用除
|

外車両 (第 2補給処)

社名 車種 型式
適用型式 参照型式 参「

1照先 車番I検 M検 エンジン

下口り掟浄
保安価

解愉査

下回り

松 装

′`プ′
'ス

ヘットライl・

政 替  口 臨

ブレーキ

清

“

′ヽイプツッド

推奨点検

ト
ヨ

タ

業務車1号 DAA一 NKE165G 2.2 5.2 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 0.8 NKE165G NKE165G FAINES 45-2579
業務車1号 6AA―NKE165G 2.2 5.2 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 0.8 NKE165G NKE165G FAINES 45-2584、 45-2596
トラツク1ノ44X4小型業務車 KR― HDJ101K 2.9 6.8 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 HDJ101K HDJ101K FAINES 45-3746
有線整備車 BDG―XZU508V 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 0.4 0.3 XZU508V XZU508V FAINES 46-9844
救急車 CBF―■

'RI1221S
2.8 6.3 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 TRIi221S TR:H221S F´iINES 48-1704

高規格救急車 3BF― [HミH226S 2.8 6.5 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3
´
I｀RI1226S TRI-1226K FAINES 48-1753

武装作業車 KC―LY131 3.2 8.2

8.7

2.0 1.5 2.0 0.4 0.3 L′Y131 LY211 FAINES 46-2510
日

野

トラック2t4× 2カーゴ BKG― XZ´U504M 3.3 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 XZU504M XZU504M FAINES 46-4083～ 85
lryr2l/zr.4xzh*J BKG― FD7JGYA 3.4 11.0 2.8 1.8 3.0 1.2 0.4 0.3 FD7JGYA FD7J FAINES 46-5174～ 81

日

産

業務車1号 UA― Wll 2.4 5.6 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 Wll Wll FAINES 45-2274、 45-2275
業務車1号 UA― WTP12 2.5 5.6 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 VヽTP12 V″TP12 FAINES 45-2243
業務車1号 DBA―JY12 2.2 5.2 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 JY12 JY12 FAINES 45-2462～ 65

CBF― VNWll 2.4 5.9 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 VNWll VNWll FAINES 45-1093
1,1:,,r1/4t4x44,fl**g DBA一 NT31 2.4 5.9 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 NT31 NT31 FAINES 45-3967´Ψ69、 71へ′74
給食運搬車 (2号 )

ユ ~ア
ア イ

ADF― VWMiE2 2.8 6.5 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 VWME25 VWME25 FAINES 46-2346
CBF―VR2E26 2.8 6.3 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 VR2E26 VR2E26 FAINES 47-9235、 45-3028、 29

U
D

トラック2t4× 2カ ーゴ U― SW2S41 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 SW2S41 NKR66 FAINES 46-3976
11y)ax4/>/4N ADG― CF4XL 5.3 16.5 3.4 1.8 4.0 1.4 0.4 0.3 CF4XL CK5XL FAINES 47-2354

菱
1/2tトラック V16 2.9 6.8 1.2 1.5 1.5 0.4 0.3 V16 HZJ73V FAINES 45-7599

菱
ト

う
｀

トラック2t4× 2カ ーゴ KK― FE70CB 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 FE70B FE70C FAINES 46-4038
トラック2t4× 2カーゴ PDG― FE70B 3.6 8.7 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 FE70B FE70B FAINES 46-4069
小型人員輸送車 BE640E 3.6 8.7 2.0 1.8 2.5 1.2 0_4 0.3 BE640E BE640G FAINES 48-2010
フ ツ

ン バ
KK―FK61HKX 3.4 11.o 2.8 1.8 3.0 1.2 0.4 0.6 FK61HKX FK61H FAINES 46-9652

-4-
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社名 車種 型 式
点 検 ,

適用型式 参照型式 参照先 車番I検 M検 エンジン

下口,資や
保安

“
●樹杢

下回り

盪 襄

′ヽプグリスヘットライト
取 な 田 腱

1.4
|

0.4

プレーキ

弩 柵 祉奨点検

い

す
ゞ

トラック21/2t4× 4カ ーゴ FTS34F4 4.8 16.0 3.4 1.8 4.0 0.6 F′TS34F4 FTS34 FAINES 46-6411
フ ツ

,ヾじ/
CXM60CT 6.1 18.7 3.4 1.8 4.0 2.0 0.4 0.9 CXM60CT CXM60 FAINES 46-7021

給食運搬車(1号) NJR85AN 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 NJR85AN NJR85 FAINES 46-2362
バリヤ作業車 NPR85AR 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 1.2 0.4 0.3 NPR851へR NPR85 FAINES 47-9125

-5-
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用除外革両 (牽引)(第2補給処)

社名 車種 型式
I検 M検 工↓′シン

下口,資浄
■,“
厖検■

下回り

極 装

′`プグ
'ス

ヘットライ}

n' 調 整 清 掃

適用型式 参照型式 参照先 車番

UD フ ツ ～ 5t ×

lラクタ(セミトレlot用 )
QKG一 GK5XAB 5.3 16.5 3.4 1.8 4.0 1.4 0.4 0.6 GK5XAB GK5XA FAINES 47-4398

日野
×

KC―SS3VJCA 6.1 18.7 3.4 1.8 4.0 2.0 0.4 0.9 SS3VJCA SS3V FAINES 47-4748
いすづ

タ

フ

一
ツ EXZ52CK 6.1 18.1 3.4 1.8 4.0 2.0 0.4 0.3 EXZ52CK EX52 FAINES 47-4767

-6-
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用除外車両(器材) (第2補給処)

社名 車種 型式
更期 検点数

適用型式 参照型式 参照先 車番I検 M検 エンジン
T日,ユ浄

儡安

“
厖使奎

下回り

壼 装

′`プグツス^ットライト
n彗  口 整

ブレーキ

清 掃

′`イ
'ア

ツンド

準 1●点柿

トヨタ大型移動整備車 3BF― TRH200V 2.8 6.3 1.2 1.5 0.4 0.3 TRH200V TRH200V FAINES M-564-TM

日

産

大型移動整備草 LC―CQGE25 2.8 6.3 1.2 1.5 0.4 0.3 CQGE25 CQGE25 FAINES M-544-NI

小型作業車 GBD―U71T 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 U71T U71T FAINES
C-630、 C-665、 C-666

C-683、 C-688、 C-695

菱

小型作業車 V―U41T 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 U41T U41T FAINES C-439、 C-440、 c-452
小型作業車 GD一 U61T 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 U61T U61T FAINES C-508、 C-549
小型作業車 LE― U61T 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 U61T U61T FAINES C-614
小型作業車 GBD― U61T 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 U61T U61T FAINES C-645、 C-660

本
田

小型移動整備車 GBD― HH5 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 HH5 HH5 F′、INES M-084-HO
小型作業車 V―HA3 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 HA3 HA3 99自 動車整]而

標聖点墾表P198
C-386

スズキ 小型移動整備車 HBD― DA17V 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 DA17V DA17V FAINES M-108-SU
小型作業車 GD―S200P 2.1 4.2 1.0 1.0 0.3 0.3 S200P S200P FAINES C-532、 C-533
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用除外車両 (中高群2整隊)・・・P2
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用除外車両 (中高群2整隊)

社名 車種 型 式

定期点検点数

適用型式 参照型式 参照先 車番
I検 M検

“

安

“

下回り

下ロツ発● 脇検江 範 螢

ト
ヨ

タ

トラック1/4t4× 4

小型業務車
KR―HDJ101K 2.9 6.8 1.2 1.5 1.5 HDJ101K HDJ101K FAINES 45-3719、 45-3720

日

野
トラック21/2t4X2カ ーゴ PB―FD7JGFA 3.4 11.0 2.8 1.8 3.0 FD7J FD7J FAINES 46-5123

日

産

業務車1号 UA― WTP12 2.5 5.6 1.2 1.5 1.2 WTP12 W´
「

P12 FAINES 45-2224

業務車1号 DBA―JY12 2.2 5.2 1.2 1.5 1.2 JY12 JY12 FAINES 45-2466

トラック1/4t4× 4

小型業務車
DBA一NT31
CBA―TNT31 2.4 5.9 1.2 1.5 1.2 〕ヾ

´
I｀31 NT31 FAINES 45-3799～45-4313

(計6台 )

菱
1/2tトラック V16BBRSPA 2.9 6.8 1.2 1.5 1.5 V16 HZJ73V FAINES 45-7572

い

す
ゞ

トラック21/2t4× 4カーゴ PDG―FTS34S2
QKG―FTS34S2 4.8 16.0 3.4 1.8 4.0 FTS34 FTS34 FAINES 46-6445

46-6482～46-6483

31/2tトラック SKW476 5.3 16.5 3.4 1.8 4.0 CVS81 CVS81 FAINES 46-8508

31/2tトラック SKW477 4.3 14.8 3.4 1.8 4.0 CVS81 CVS81 FAINES 46-8616

4
ふ
そ
う

小型人員輸送車 TPG―BE640E 3.6 8.7 2.0 1.8 2.5 BE640G BE640G FAINES 48-2009

-2-
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自動車整備標準作業点数積算資料 道路運送車両法適用除外車両 (中高群13高隊)・・。P2
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自動車整備標準作業点数表

中高群13高隊

BE6400

-2-

定期点検点数
社名 車  種 型 式

3/6か月 12か月
エンシ

｀
ン下廻

り洗浄
保安確
認検査

下回 り
塗装

適用型式 参照型式 参照先 対象車番

業務車1号 DBA―JY12 0 0
∠
`.`う

5.2 1.2 1.5 1.2 JY12 JY12 45-2467

1/4t4× 4小型業務車 DBA―NT31 2.4 5.9 1 0
■.``, 1.5 1.2 NT31 NT31 45-3943,45-3978

日産

1/4t4× 4小型業務車 DAA― irヾT32 2.4 5.9 1.2 1.5 1.2 INT32 HNT32 45-4472

日野 2t4× 2カ ー ゴ
｀

2RG―XZC605M 3.3 8.7 2.0 1.5 2.0 XZC605M XZC605M 46-4166

21/2t4× 4カ ーゴ QI(G― FTS34S2 4.8 16.0 3.4 1.8 4.0 FTS34 FTS34 46-6484,46-6485いり
~ゞ

31/2tト ラック SKW477 5.3 17.0 3.4 1.8 4.0 CVS81 CVS81 46-8617,46-8618
三菱

ふ そ
小型人員輸送車 TPG―BE640E 3.6 8.7 2.0 1.8 2.5 BE640G

FAINES

48-2028



|  ,

動車整備標準作業点数積算資料

-1-



| |

次
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11/2tト ラック

,31/2tl.,y)

V16BBRSFA 菱

3/6か月 12か月

2.9

4.7 16.41

1.5 112 117

255

標準作業点
1996 CVS81

255 標準作業点数
2012 BE640G

46-8645        1

車   種 型 式 社名

自動車整備標準作業点数表

定期点検点数

第 15高射隊

対象車番

45-2282

45-7573

標準作業点数 45-3944.45-3979
2009 NT31 (計2台 )

定期点検点数表 作業点数表

頁

167
99年  日産
VJC22 227 標準作業点数

2003  WTP12

標準作業点数
1996 HZJ73V

保安確
認検査

`業務車 1号 UA―Wll 日産 2.7 ２

一

８

一

５

６

一

６

一

６

1 0
■.`う

1.2

1

8

1.8

2

1.2

Ｅ
υ

ワ

ー

＾
υ
　

・　

ｒ
０

―

―

，
３
１
１
１

１
１

‥
，
―

―

―

‥
―
―
―
―
―
コ
１
１
，
―

―

トヨタ

11/4t4× 4/」 型ヽ業務

― 」

|

車
|

DBA―NT31 日産 2 132

HZJ73V

日産

LFMD22

いす ゞ

CVS81

~¬~~~~~~~

77

1.2

8.7 2.0

― |― ・

1

|

」―

|

zt /zr4x4rt -:J IQKG―
FTS34S2 4.2 15.4 3.4 1.8 4.0

いすゞ
FTS34

48 標準作業点数
2006 1γ rSb`:｀

 46-6486
いすゞ

|~

9
員

υ

3.4
‐‐ ―

―
-1-‐ ― ― ―

―

―

―

（
υ

′
■ 14

小型人員輸送車 BE640E
三菱

ふそ う
.6

|~~~¬

E  l
.υ

 l
2 48-2011 |

_|

―
―
‐
４

‐
―

！
工‐‐
―
‥

]

Ｌ
Ｉ
Ｉ

|

――」

―

―

・

―

‐

―

―

―

・

―

―

―

―

Ｉ

Ｌ

Ｉ

，

―

‐

―

―

‐
―
―

―
ｌ
ｌ
ｉ
一ｌ

ｉ
ｌ
ユ

|

――「

__|_

:

|

エンシ・ン下廻

り洗浄
下回 り

塗装
適用型式 頁 適用型式

_____L
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